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第１章 計画の概要 

１ 計画の背景と趣旨 

介護保険制度は、平成１２年４月に施行されてから２０年が経過し、全国でも介護サービ

スの利用者数はスタート時の３倍を超えるなど、高齢期の暮らしを支える社会保障制度と

して、必要不可欠な制度となっています。 

今後は、団塊ジュニア世代が６５歳以上となる令和２２（２０４０）年に向け、総人口及び現

役世代人口が減少する中で、高齢者人口がピークを迎えるとともに、介護ニーズの高い８

５歳以上人口が急速に増加することが見込まれています。 

また、単身高齢者世帯や高齢者のみ世帯、認知症高齢者の増加も見込まれるなど、介護

サービス需要が更に増加し、多様化することが想定される一方で、現役世代の減少が顕著

となり、高齢者福祉・介護保険制度を支える人的基盤の確保が課題となります。 

第８期計画では、団塊の世代が７５歳以上となる令和７（２０２５）年を見据え、介護保険

制度の持続可能性を維持しながら、高齢者が可能な限り住み慣れた地域でその有する能

力に応じ自立した日常生活を営むことを可能としていくため、限りある社会資源を効率的

かつ効果的に活用しながら、介護サービスの確保のみに留まらず、医療、介護、介護予防、

住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制である「地域包括ケアシス

テム」の深化・推進に取り組んできました。 

今後、高齢化が一層進む中で、地域包括ケアシステムは、高齢者介護、障がい福祉、児童

福祉、生活困窮者支援などの制度・分野の枠や、「支える側」、「支えられる側」という従来の

関係を超えて、人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合

いながら暮らしていくことのできる「地域共生社会」の実現に向けた中核的な基盤となり

得るものです。 

また、令和２２（２０４０）年を見据えて、社会福祉法等に基づく社会福祉基盤の整備と介

護保険制度の一体的な見直しが行われ、地域の特性に応じた認知症施策や介護サービス

提供体制の整備等の推進、介護人材確保及び業務効率化の取組の強化を進めていく必要

があります。 

第９期計画では、地域包括ケアシステムの構築を目指した令和７（２０２５）年を迎えると

ともに、現役世代が急減する令和２２（２０４０）年を念頭に、高齢者人口や介護サービスの

ニーズを中長期的に見据えつつ、第８期での目標や具体的な施策を踏まえ、今後３年間の

高齢者福祉や介護保険事業に係る具体的な内容について計画に位置付けていきます。 
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２ 制度改正や国の基本指針等 

（１）令和５年介護保険法の改正について 

令和５（２０２３）年５月、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健

康保険法等の一部を改正する法律」（令和５年法律第３１号）が公布されました。ここには介

護保険法の改正も含まれ、主な改正事項として以下の５つが挙げられています。 

 

Ⅰ．介護情報基盤の整備 

Ⅱ．介護サービス事業者の財務状況等の見える化 

Ⅲ．介護サービス事業所等における生産性の向上に資する取組に係る努力義務 

Ⅳ．看護小規模多機能型居宅介護のサービス内容の明確化 

Ⅴ．地域包括支援センターの体制整備等 

 

Ⅰ．介護情報基盤の整備 

地域包括ケアシステムを深化・推進するため、自治体・利用者・介護事業所・医療機関等が

介護情報等を電子的に閲覧できる情報基盤を整備します。自治体は地域の実情に応じた介

護保険事業運営に、利用者は自立支援・重度化防止の取組の推進に、介護事業所・医療機関

は介護情報等の適切な活用により介護・医療サービスの質の向上、という効果が期待できる

とされています。さらに、ペーパーレス化による事務負担軽減も期待されています。 

こうした情報基盤の整備を、保険者である市町村が実施主体であり、地域での自立した日

常生活の支援を目的としている地域支援事業に位置付けます。 

 

Ⅱ．介護サービス事業者の財務状況等の見える化（データベース化） 

令和２２（２０４０）年を見据えた人口動態等の変化、生産年齢人口の減少と介護現場にお

ける人材不足の状況、感染症等による介護事業者への経営影響を踏まえた支援、制度の持

続可能性などに的確に対応するとともに、物価上昇や災害、新興感染症等に当たり経営影響

を踏まえた的確な支援策の検討を行う上で、３年に１度の介護事業経営実態調査を補完する

位置付けとして制度を創設し、行われるものです。 

具体的には、①介護サービス事業者の経営情報の収集及びデータベースの整備、②収集し

た情報を国民に分かりやすくなるよう属性等に応じてグルーピングした分析結果を公表す

るという内容で、原則、全ての介護サービス事業者が対象となります。 
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Ⅲ．介護サービス事業所等における生産性の向上に資する取組に係る努力義務 

介護現場で生産性向上の取組を進めるには、介護事業者単独での自助努力だけでは限界

があります。地域単位で、モデル事業所の育成や取組の伝播等を推進する必要があります。

一方で事業者からは、「地域においてどのような支援メニューがあるのか分かりにくい」との

声があるなど、都道府県から介護現場に対する生産性向上に係る支援の取組の広がりが限

定的となっている実態があります。 

こうした現状に対して、都道府県を中心に一層取組を推進するため、都道府県の役割を法

令上明確にする改正を行うとともに、都道府県介護保険事業支援計画において、介護サービ

ス事業所等における生産性向上に資する事業に関する事項を任意記載事項に加える改正を

行うというものです。 

 

Ⅳ．看護小規模多機能型居宅介護のサービス内容の明確化 

看護小規模多機能型居宅介護（看多機）とは、訪問看護※１と小規模多機能型居宅介護※２と

を組み合わせて、多様なサービスを一体的に提供する複合型サービスです。 

※１ 自宅での看護サービス（療養上の世話又は必要な診療の補助） 

※２ 自宅に加え、サービス拠点での「通い」「泊まり」における、介護サービス（日常生活上の世話） 

看多機は、サービス拠点での「通い」「泊まり」においても看護サービスを一体的に提供可

能で、医療ニーズの高い中重度の要介護者の在宅での療養生活を支えています。この看多

機をより普及させるため、複合型サービスの一類型として明確に位置付け、サービス内容に

ついて、サービス拠点での「通い」「泊まり」における看護サービス（療養上の世話又は必要な

診療の補助）が含まれる旨を明確化します。 
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Ⅴ．地域包括支援センターの体制整備等 

地域住民の複雑化・複合化したニーズへの対応、認知症高齢者の家族を含めた家族介護

者支援の充実など、地域の拠点である地域包括支援センターへの期待や業務は増えていま

す。 

そこで、要支援者に行う介護予防支援について、地域包括支援センターに加えて、市町村

からの指定を受けた居宅介護支援事業所（ケアマネ事業所）も、市町村や地域包括支援セン

ターと連携を図りながら実施できることとします。また、地域包括支援センターが行う総合

相談支援業務について、その一部をケアマネ事業所等に委託することが可能となります。委

託を受けたケアマネ事業所は、市町村等が示す方針に従って、業務を実施します。 

 
 

（２）給付適正化主要５事業の再編について 

介護保険は医療保険と異なり、①サービス利用には要介護認定を受ける必要があること、

②要介護度に応じた区分支給限度額の範囲内で保険給付が行われること、③サービス提

供はケアプランに基づき実施されること といったように、適正化の仕組みが制度として

内在しています。この枠組みを活かす形で、これまで給付適正化５事業を実施してきました

が、適正化事業を行う保険者の割合は増加傾向にある一方で、個別の取組についての課題

も明確になり、議論が行われてきました。 

そして、保険者の事務負担軽減と効果的・効率的な事業実施のため、給付適正化主要５

事業を３事業に再編して実施内容の充実化を図ることとなりました。 

具体的には、費用対効果を見込みづらい「介護給付費通知」を主要事業から除外すると

ともに、実施の効率化を図るため「住宅改修の点検、福祉用具購入・貸与調査」を「ケアプラ

ン点検」に統合し、これに「要介護認定の適正化」、「医療情報との突合・縦覧点検」を合わせ

た３事業を給付適正化主要事業とします。再編後の３事業については、全ての保険者にお

いて実施（実施率１００％）を目指すとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省 
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（３）認知症基本法について 

認知症は誰もがなりうるものであり、家族や身近な人が認知症になることなども含め、

地域で暮らす人たちにとっても、身近なことになりつつあります。 

令和元（２０１９）年６月の「認知症施策推進大綱」では、認知症の発症を遅らせ、認知症に

なっても希望をもって日常生活を過ごせる社会を目指し、認知症の人や家族の視点を重視

した施策が進められてきました。令和５（２０２３）年６月には、認知症の人が尊厳を保持し

つつ希望を持って暮らすことができるよう、認知症施策を総合的かつ計画的に推進するこ

とを目的とした、「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」（認知症基本法）が成

立しました。 

認知症基本法では、認知症の人が尊厳を保持しつつ希望を持って暮らすことができるよ

う、７つの基本理念による認知症施策が行われます。国と地方公共団体は、この基本理念

にのっとった認知症施策を策定・実施する責務を有し、さらに都道府県や市町村ではそれ

ぞれにおいて計画を策定する（努力義務）とされています。 

基本的施策は以下のとおりです。 

 
 

①【認知症の人に関する国民の理解の増進等】 

②【認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進】 

③【認知症の人の社会参加の機会の確保等】 

④【認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護】 

⑤【保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備等】 

⑥【相談体制の整備等】 

⑦【研究等の推進等】 

⑧【認知症の予防等】 

※その他認知症施策の策定に必要な調査の実施、多様な主体の連携等 
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（４）第９期介護保険事業計画の基本指針 

令和５年７月１０日の社会保障審議会・介護保険部会で「第９期介護保険事業（支援）計画

の基本指針の構成について」が示されました。その中で、市町村介護保険事業計画の作成

に関する事項は以下のとおりとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

一 市町村介護保険事業計画の作成に関する基本的事項 

１ 基本理念、達成しようとする目的及び地域の実情に応じた特色の明確化、 

施策の達成状況の評価等 

２ 要介護者等地域の実態の把握 

３ 市町村介護保険事業計画の作成のための体制の整備 

４ 2040 年度の推計並びに第９期の目標 

５ 目標の達成状況の点検、調査及び評価等並びに公表 

６ 日常生活圏域の設定 

７ 他の計画との関係 
 

二 市町村介護保険事業計画の基本的記載事項 

１ 日常生活圏域 

２ 各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み 

３ 各年度における地域支援事業の量の見込み 

４ 被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となること

の予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付の適正化へ

の取組及び目標設定 
 

三 市町村介護保険事業計画の任意記載事項 

１ 地域包括ケアシステム構築のため重点的に取り組むことが必要な事項 

２ 各年度における介護給付等対象サービスの種類ごとの見込量の確保のための 

方策 

３ 各年度における地域支援事業に要する費用の額及びその見込量の確保のため

の方策 

４ 地域包括ケアシステムを支える人材の確保及び資質の向上並びにその業務の 

効率化及び質の向上に資する事業に関する事項 

５ 介護給付等対象サービス及び地域支援事業の円滑な提供を図るための事業等

に関する事項 

６ 認知症施策の推進 

７ 特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホーム及びサービス

付き高齢者向け住宅の入居定員総数 

８ 地域包括支援センター及び生活支援・介護予防サービスの情報公表に関する 

事項 

９ 市町村独自事業に関する事項 

10 災害に対する備えの検討 

11 感染症に対する備えの検討 
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３ 計画の位置付け 

（１）法令等の根拠 

本計画は、老人福祉法第２０条の８第１項の規定に基づく老人福祉計画と、介護保険法第１１７

条第１項の規定に基づく介護保険事業計画を一体的に策定するもので、高齢者福祉施策を総合

的かつ計画的に進めるための基本方針を明らかにするものです。 

 

■高齢者福祉計画と介護保険事業計画の性格 

 

（２）認知症施策の総合的な取り組みを含めた策定 

認知症に関する法律「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が令和５年６月１４日

に成立しました。この法律には、認知症の人が尊厳を持ち、希望を持って暮らせる共生社会の実

現や社会参加の機会の確保、意思決定の支援や権利利益の保護等が盛り込まれています。 

本計画は、認知症基本法の基本理念に基づいた認知症施策の総合的な取組みを踏まえて策

定します。 

 

（３）成年後見制度利用促進基本計画との一体的な策定 

「成年後見制度の利用の促進に関する法律」及び「国の基本計画」に鑑み、「成年後見制度利用

促進基本計画」を市の基本計画として策定することとし、本計画においては「権利擁護と虐待防

止」を、成年後見制度の利用の促進に関する法律に規定される「成年後見制度利用促進基本計

画」として位置付けています。 

 

（４）関連計画との位置付け 

稲敷市の高齢者の保健福祉に関する総合的計画として、本市の特性を踏まえるとともに、上

位計画である「第３次稲敷市総合計画」と整合性を図り策定する計画です。 

また、本市の福祉分野の上位計画である地域福祉計画をはじめ、障害者計画・障害福祉計画

等の関連計画と関係性を保持するものとします。 

さらに、茨城県高齢者福祉計画・茨城県介護保険事業支援計画である「いばらき高齢者プラン

２１」や茨城県保健医療計画、茨城県ケアラー支援推進計画との整合性を図ります。  



第１章 計画の概要 

10 

４ 計画の期間 

本計画の計画期間は、令和６年度から令和８年度までの３年間とします。 

また、団塊の世代が７５歳以上の後期高齢者となる令和７（２０２５）年、現役世代が急減

する令和２２（２０４０）年を見据えて、今後も３年ごとに見直し・改善を図る予定です。 

 

■計画の期間 

    

 

５ 計画の策定体制 

（１）稲敷市介護保険事業計画策定委員会 

計画の策定にあたり、被保険者代表、保健・医療・福祉関係者、学識経験者等によって構成す

る「稲敷市介護保険事業計画策定委員会」を設置し、検討・審議を行います。 

 

（２）アンケート調査の実施 

計画の策定にあたり、高齢者の生活実態や健康状態、高齢者が抱える生活課題及び介護

保険や福祉サービスに関するニーズなどを把握するため、令和５年２月に「介護予防・日常

生活圏域ニーズ調査」を実施しました。 

また、要支援・要介護認定を受け、居宅で暮らしている人およびその介護をしている方か

ら、家族介護の実態、施設入所の検討状況、家族介護者就労状況等を把握するための「在

宅介護実態調査」を実施しました。 

 

（３）パブリック・コメントの実施 

本計画の内容について、パブリック・コメント制度に基づき、実施期間を令和６年１月とし、広

く市民の方からのご意見をお伺いし、本計画の策定や今後の施策の参考とさせていただきます。 

 

 

 

27 28 29 30 元 2 3 4 5 6 7 8 … 12 … 17 … 22

▲ ▲ ▲

 団塊の世代が65歳 団塊の世代が75歳 団塊ジュニア世代が65歳 

平成
年度

令和

第６期計画 第７期計画
第９期計画

令和７（2025）年を見据えた計画 令和22（2040）年を見据えた計画

第８期計画
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第２章 高齢者の現状 

 

１ 人口と世帯の状況 

 

（１）人口動態 

本市の総人口は年々減少しており、令和５年では３７,８２４人となっています。 

年齢３区分でみると、６５歳以上の高齢者人口は微減しており、令和５年では１４,３６８人

で、高齢者人口割合（高齢化率）は３８.０％となっています。 

一方、０～１４歳の年少人口割合は一貫して減少しており、少子高齢化が進んでいる状況

です。 

 

■人口推移 

 
■年齢区分別の高齢者数の推移 

 

  

3,676 3,515 3,354 3,168 3,005

22,895 22,183 21,497 20,972 20,451

14,119 14,265 14,377 14,420 14,368

40,690 39,963 39,228 38,560 37,824

34.7% 35.7% 36.6% 37.4% 38.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0人

20,000人

40,000人

60,000人

80,000人

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

資料：住民基本台帳（各年10月１日現在）

65歳以上

15-64歳

0-14歳

高齢者人口割合

7,266 7,446 7,499 7,298 7,057

4,533 4,450 4,430 4,653 4,884

2,320 2,369 2,448 2,469 2,427

14,119 14,265 14,377 14,420 14,368

16.8% 17.1% 17.5%
18.5%

19.3%
17.9%

18.6% 19.1% 18.9%

18.7%

0%

5%

10%

15%

20%

0人

10,000人

20,000人

30,000人

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

資料：住民基本台帳（各年10月１日現在）

85歳以上

75-84歳

65-74歳

75歳以上の割合

65-74歳の割合
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（２）高齢者のいる世帯の状況 

本市では、高齢者独居世帯、高齢者夫婦世帯いずれも、世帯数、割合ともに増加し続けてお

り、令和２年では高齢独居世帯は１,８０４世帯、高齢夫婦世帯は１,７２４世帯となっています。 
 

■世帯数の推移 

 

 

※高齢夫婦世帯は世帯員が夫婦のみの世帯のうち、夫および妻の年齢が６５歳以上の世帯 

資料：国勢調査 

  

4.1 5.3
7.0

9.9
12.4

4.2

5.7
7.1

9.6
11.9

8.3
10.9

14.2

19.5

24.3

0.0％

10.0％

20.0％

30.0％

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

高齢独居世帯数の

割合

高齢夫婦世帯数の

割合

総世帯数に占める

単身高齢者・高齢者

のみ世帯数の割合

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

高齢独居世帯数 594 793 1,042 1,433 1,804

高齢夫婦世帯数 606 851 1,052 1,383 1,724

一般世帯数 14,408 15,026 14,790 14,432 14,495

一般世帯数に占める高齢独
居・高齢夫婦世帯数の割合

8.3% 10.9% 14.2% 19.5% 24.3%
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２ 介護保険事業の状況 

 

（１）被保険者数の推移 

本市の介護保険被保険者数の推移をみると、緩やかに減少しており、令和５年では２６,９７３

人となっています。また、保険者別でみると、令和５年は第１号被保険者、第２号被保険者ともに

減少しています。 

 

■被保険者数の推移 

 

（２）要支援・要介護認定者数の推移 

本市の要支援・要介護認定者数は、令和５年は減少し２,３１８人となっています。 

認定率については、第１号被保険者の認定率、第２号被保険者の認定率はともに横ばいで推

移しています。 

 

■要支援・要介護認定者数の推移 

 
  

13,822 13,447 13,163 12,890 12,605

14,119 14,265 14,377 14,420 14,368

27,941 27,712 27,540 27,310 26,973

0人

20,000人

40,000人

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

資料：住民基本台帳（各年10月１日現在）

第１号被保険者

（65歳以上）

第２号被保険者

（40-64歳）

57 55 61 54 57

2,270 2,258 2,270 2,334 2,261

2,327 2,313 2,331 2,388 2,318

16.1% 15.8% 15.8% 16.2% 15.7%

0.4% 0.4% 0.5% 0.4% 0.5%

-120%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

0人

2,000人

4,000人

6,000人

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

資料：介護保険事業状況報告（各年９月末日現在）

第１号被保険者（65歳以上）

第２号被保険者（40-64歳）

第１号被保険者認定率

第２号被保険者認定率
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要介護度別にみると、要支援１、２の増加が目立ち、令和元年から令和５年にかけて、要支援１

では１.４２倍、要支援２では１.１３倍となっています。 

軽度（要支援１～要介護１）が占める割合は増加している一方で、要介護３以上が占める割合

については、近年は減少傾向にあり令和５年では３７.５％となっております。 

 

■要支援・要介護認定者数の推移（要介護度別） 

 

■要支援・要介護認定者構成比の推移（要介護度別） 

 

 

  

199 224 255 279 283

246 267 272 262 277

520 518 515 528 518

405 390 389 385 373

365 344 342 356 330

337 339 324 348 316

255 231 234 230 226

2,327 2,313 2,331 2,388 2,323

0人

1,000人

2,000人

3,000人

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

8.6 9.7 10.9 11.7 12.2

10.6 11.5 11.7 11.0 11.9

22.3 22.4 22.1 22.1 22.3

17.4 16.9 16.7 16.1 16.1

15.7 14.9 14.7 14.9 14.2

14.5 14.7 13.9 14.6 13.6

11.0 10.0 10.0 9.6 9.7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

令和元年 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年

資料：介護保険事業状況報告（各年９月末日現在）

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１
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（３）要支援・要介護認定率の状況 

人口の年齢構成が全国と同じと仮定したときの本市の要支援・要介護認定率（調整済み認定

率）は、令和４年時点で１６.５％となっており、国・県を下回っていますが、近隣市町村と同様の

傾向となっています。 

重度認定率と軽度認定率の分布でみると、軽度認定率では全国を下回るエリアに位置してお

り、重度認定率では、全国、県、近隣市町村と同水準となっています。 

 

■隣接自治体及び県との比較（調整済み認定率） 

 

■隣接自治体及び県との比較（調整済み重度認定率と軽度認定率の分布） 

 

  

2.7 1.8 2.0 1.5 2.3
1.0

2.1
1.0 1.4 1.3

2.6
2.0 1.9 1.9

2.0

1.7
1.8

1.2
2.5 2.7

4.0

3.9 3.8
3.4

3.9

3.9
3.9

5.6
3.3 2.5

3.2

3.0 2.5
3.1

2.1
2.9

2.9 2.5 2.7 3.8

2.5

2.5
2.4 2.4 2.1

2.6
2.3

2.0 3.2
4.3

2.4

2.3
2.3 2.4 2.4 2.3

1.9 2.3
3.3

2.8

1.6

1.4 1.6 1.5 1.0 1.5 1.4 1.4

1.5
1.1

19.0

16.8 16.5 16.2 15.9 15.8 16.2 15.9

17.9 18.4

0%

5%

10%

15%

20%

25%

全国 茨城県 稲敷市 行方市 潮来市 龍ケ崎市 牛久市 阿見町 河内町 美浦村

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

要支援２

要支援１

資料：地域包括ケア「見える化」システム（令和４年）

全国

茨城県
稲敷市

行方市

潮来市

龍ケ崎市

牛久市
阿見町

河内町 美浦村

5%

5.5%

6%

6.5%

7%

7.5%

8%

8.5%

9% 10% 11% 12% 13%

調
整
済
み
重
度
認
定
率
（要
介
護
３
～
要
介
護
５
）

調整済み軽度認定率（要支援１～要介護２）

資料：地域包括ケア「見える化」システム（令和４年）
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（４）認知症高齢者の状況 

本市の認知症高齢者数（認知症高齢者自立度Ⅱ以上の要支援・要介護認定者）は、増加傾向に

あり、令和４年では１,５２５人となっています。 

高齢者人口に対する認知症高齢者の割合（概算）は１割程度で推移しています。要支援・要介護

認定者に対する認知症高齢者の割合をみると、令和４年では６３.９％となっています。 

なお、認知症高齢者自立度Ⅱは、日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困

難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる状態です。 

 

■認知症高齢者の状況 

 

 

 

  

1,739 1,712
1,461 1,537 1,525

77.2% 73.6%
63.2% 65.9% 63.9%

12.4% 12.1% 10.2% 10.7% 10.6%

-150%

-100%

-50%

0%

50%

100%

0人

1,000人

2,000人

3,000人

4,000人

平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年

資料：地域包括ケア「見える化」システム（各年10月末）

認知症高齢者数

要支援・要介護認定者数に

対する認知症高齢者の割合

高齢者人口に対する認知症

高齢者の割合（概算）
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（５）介護給付費の推移 

本市の介護保険サービス給付費は、令和４年度では３３億１千万円となっています。 

サービス区分別にみると、施設・居住系サービスの給付費が増加傾向にあります。 

給付費の構成比をみると、施設サービスの割合は近年横ばいであり、令和４年度では５０.１％

となっています。 

 

■介護給付費の推移 

 

 

■介護給付費の推移（サービス区分別） 

 
 

  

3,282,862 3,198,280 3,195,907 3,309,689 3,310,565

7.0%

-2.6% -0.1%
3.6% 0.0%

-100%

-90%

-80%

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

0千円

2,000,000千円

4,000,000千円

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

資料：地域包括ケア「見える化」システム

総給付費

前年度伸び率

※端数処理の関係で合計があわないことがあります。以降同じ。

1,576,835 1,449,696 1,432,361 1,444,382 1,443,179

140,637 149,722 158,118 189,406 209,824

1,565,390 1,598,862 1,605,428 1,675,901 1,657,562

3,282,862 3,198,280 3,195,907 3,309,689 3,310,565

47.7% 50.0% 50.2% 50.6% 50.1%

-120%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

0千円

2,000,000千円

4,000,000千円

6,000,000千円

平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

資料：地域包括ケア「見える化」システム

施設サービス

居住系サービス

在宅サービス

施設サービスの

割合
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（６）第１号被保険者１人あたり給付月額  

在宅サービスと施設及び居住系サービスにおける第１号被保険者１人あたり給付月額に

ついて、縦軸を第１号被保険者１人あたりの在宅サービスの給付月額、横軸を施設及び居

住系サービスの給付月額として、県内近隣市町村の分布状況に、市の位置を示しました。 

上に位置するほど在宅サービスが活発に利用され、右に位置するほど施設サービスの利

用が多いことを意味しています。 

本市は、在宅サービスでは全国、県を下回るエリアに位置しています。施設及び居住系サ

ービスでは、全国より若干高い位置にありますが、県や近隣市町が同エリアに多くなってい

ます。 

 

■第１号被保険者１人あたり給付月額（年齢等調整済み）（令和４年度） 

 

※第１号被保険者１人あたりの給付月額（年齢等調整済み）：給付費の多寡に大きく影響を及ぼす、「第１号被保険者の性・年齢構

成」と「地域区分別単価」の影響を除外した給付月額を意味します。 

  

全国

茨城県

稲敷市

行方市潮来市

龍ケ崎市
牛久市

阿見町
河内町

美浦村

6,000円

7,000円

8,000円

9,000円

10,000円

11,000円

12,000円

8,000円 9,000円 10,000円 11,000円 12,000円 13,000円 14,000円
在

宅
サ

ー
ビ

ス
給

付
月

額

施設及び居住系サービス給付月額

資料：地域包括ケア「見える化」システム（令和４年度）

在
宅
サ
ー
ビ
ス
給
付
月
額 
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３ アンケート調査の概要 

本調査は、令和６年度から令和８年度を計画期間とする「稲敷市高齢者福祉計画・第９期介護

保険事業計画」を策定するにあたり、本市の高齢者の日常生活の状況、心身の状態、介護予防に

対する意識、在宅介護の状況、福祉・介護保険事業に関する意見などをうかがい、計画づくりの

参考資料とし活用するために実施しました。 

 

■調査対象・実施方法・実施時期 

区分 調査対象 調査方法 実施時期 

介護予防・日常生活
圏域ニーズ調査 

本市の住民で、６５歳以上の方 
（要支援・要介護認定を受けている方を除く） 

郵 送 令和５年２月 

在宅介護実態調査 
本市の住民で、要支援・要介護認定を受け、 
在宅で生活している方 

郵送及び認定
調査員による
聞き取り調査 

令和５年 
２月～７月 

 

■配布・回収状況 

区分 配布数 有効回収数 有効回収率 

介護予防・日常生活
圏域ニーズ調査 

  ２,０００件  １,４２４件 ７１．２％ 

在宅介護実態調査   ３４４件   ２２６件 ６５.７％ 

 

※調査結果について 

○【n=***】という表記は、その項目の有効回答者数で、比率算出の基礎となります。 

○回答は、各項目の回答該当者数を基数とした回答率（％）で示しています。 

○回答率は、小数点第２位を四捨五入しているため、合計が１００.０％にならない場合があります。 

○複数回答可の項目では、その項目に対して有効な回答をした者の数を基数として比率算出を行っている

ため、回答率の合計は１００.０％を超えることがあります。 

○説明文及びグラフで、選択肢の語句を一部簡略化して表しています。 
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（１）介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 

 ①生活機能の低下リスクについて 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査は、国が提示した調査項目（必須項目）を組み込ん

で実施しました。各機能の評価方法から算出した各機能の低下やリスク状況を年齢別や

圏域別に集計をしました。 

全体ではいずれの項目において、第８期計画策定時に比べてリスク該当者が多く、「認

知機能」のリスク該当者割合が４６.５%で最も多くなっています。以下、「うつ傾向」が４１.

６%、「転倒リスク」が３４.３%などとなっています。また、いずれも概ね年齢が上がるほ

ど機能の低下やリスクの割合が高くなっています。 

 

■生活機能の低下リスク該当者割合 

 
※ＩＡＤＬ（手段的日常生活動作）：ＡＤＬ（日常生活動作）よりも複雑で高次な動作のことで、具体的には買物、洗濯等の家事、金銭管理、

服薬管理、乗り物に乗ることなどが含まれる。 
※知的能動性：知的活動の実施や知的好奇心を反映する能力のことで、具体的に書類を書く、新聞や本を読む、物事への興味関心が

あることなどが含まれる。  

運

動

機

能

の

低

下

あ

り

転

倒

リ

ス

ク

あ

り

閉

じ

こ

も

り

傾

向

あ

り

低

栄

養

の

疑

い

あ

り

口

腔

機

能

低

下

あ

り

認

知

機

能

低

下

あ

り

Ｉ

Ａ

Ｄ

Ｌ

（
手

段

的

自

立

度

）
の

低

下

あ

り

う

つ

傾

向

あ

り

知

的

能

動

性

の

低

下

あ

り

社

会

的

役

割

の

低

下

あ

り

16.6 34.3 24.4 1.6 24.1 46.5 7.1 41.6 19.8 33.5

12.7 32.2 19.7 1.0 19.6 44.1 4.7 37.2 18.0 24.2

65-69歳 8.2 26.4 17.2 1.8 19.1 39.6 3.0 39.6 21.3 33.7

70-74歳 11.2 32.6 16.4 0.9 21.6 41.6 3.6 42.1 15.4 27.4

75-79歳 17.1 34.3 23.2 1.2 27.7 48.0 3.4 41.0 17.2 36.5

80-84歳 25.0 39.5 38.5 3.0 26.0 54.7 10.9 39.5 23.5 29.2

85歳以上 46.9 52.9 53.3 1.8 36.2 64.9 33.6 48.1 32.8 50.8

江戸崎地区 17.6 32.9 22.2 1.9 25.7 42.8 8.0 40.9 18.1 35.3

新利根地区 15.3 37.7 23.0 1.0 20.4 46.5 7.6 37.7 26.3 34.3

桜川地区 11.9 30.4 27.8 0.5 24.6 45.4 6.4 42.4 20.8 32.2

東地区 18.7 36.7 28.7 1.0 23.0 48.3 7.3 44.1 19.5 31.1

圏
域
別

第８期策定時

全体

年
齢
別
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②外出について 

外出を控えているか尋ねたところ、３０.４％が「はい」と回答しています。 

外出を控えている人に、その理由について尋ねたところ、「新型コロナウイルス感染症

予防のため」が６６.３％で最も多く、以下、「足腰などの痛み」が３２.３％、「交通手段がな

い」が１４.５％、「外での楽しみがない」が１３.９％、「トイレの心配(失禁など)」が１２.５％

などとなっています。身体的な不安以外にも、新型コロナウイルス感染症の流行による

不安と新型コロナウイルス感染症対策による外出自粛などで高齢者の活動が減少して

いることが、少なからず影響していると思われます。外出を控えることは体力や認知機

能の低下などを引き起こす可能性があります。今後は、閉じこもりによるリスクを啓発す

るとともに、家にいながらにしてできる運動や電話等を通じた人との交流など、心身の

健康の維持と意識付けを促進する必要があります。 

 

■外出の状況と外出を控える理由 

Ｑ．外出を控えていますか 

 

Ｑ．外出を控えている理由は、次のどれですか（○はいくつでも） 

   

はい

30.4%

いいえ

68.2%

無回答

1.4%

【n=1,424】

66.3

32.3

14.5

13.9

12.5

9.7

8.1

5.8

5.5

1.4

8.5

2.3

0% 20% 40% 60% 80%

新型コロナウイルス感染症予防のため

足腰などの痛み

交通手段がない

外での楽しみがない

トイレの心配(失禁など)

経済的に出られない

病気

目の障害

耳の障害（聞こえの問題など）

障がい(脳卒中の後遺症など)

その他

無回答

【n=433】
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③地域での活動について 

会・グループ等への参加状況（参加している）は、「⑧収入のある仕事」への参加が２８.

５%で最も多くなっています。以下、「⑦町内会・自治会」への参加が２４.０%、「③趣味関

係のグループ」への参加が２０.２%などとなっています。 

地域づくりの参加意向（是非参加したい＋参加してもよい）は、参加者としては５３．０％、

企画・運営者（世話役）としては３１.１％となっています。 

 

■会・グループ等への参加状況 

Ｑ．以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか（１つ） 

 

 

■地域づくりへの参加意向 

Ｑ．地域住民の有志によって、健康づくり活動や趣味等のグループ活動を行って、いきいきした地域づ
くりを進めるとしたら、あなたはその活動に参加者として参加してみたいと思いますか（１つ） 

《参加者として》                  《企画者として》   

 
  

10.5

13.7

20.2

4.4

6.4

6.3

24.0

28.5

80.2

77.8

71.2

86.2

84.8

85.0

66.5

61.9

9.2

8.6

8.6

9.5

8.9

8.8

9.4

9.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①ボランティアのグループ

②スポーツ関係のグループやクラブ

③趣味関係のグループ

④学習・教養サークル

⑤介護予防のための通いの場

⑥老人クラブ

⑦町内会・自治会

⑧収入のある仕事

【n=1,424】

参加している 参加していない 無回答

是非参加したい

5.8%

参加してもよい

47.2%
参加したくない

38.0%

既に参加している

3.9%

無回答

5.1%

【n=1,424】

是非参加したい

2.0%

参加してもよい

29.1%

参加したくない

60.5%

既に参加している

2.2%

無回答

6.3%

【n=1,424】
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④助け合いについて 

心配ごとや愚痴を聞いてくれる人は、「配偶者」が５６.０％で最も多く、以下、「友人」が

４０.４％、「兄弟姉妹・親戚・親・孫」が３６.２％などとなっています。 

病気の際の看病や世話をしてくれる人についても、「配偶者」が６２.６％で最も多く、

以下、「同居の子ども」が３４.１％、「別居の子ども」が２９.９％などとなっています。 

家族や友人・知人以外で、何かあったときに相談する相手は、「医師・歯科医師・看護師」

が２３.５％で最も多く、以下、「地域包括支援センター・市役所」が１４.５％、「社会福祉協

議会・民生委員」が１１．４％などとなっています。 

一方、４４.６％は「そのような人はいない」と回答しています。 

 

■あなたとまわりの人の「たすけあい」 

Ｑ．あなたとまわりの人の「たすけあい」についておうかがいします（いくつでも） 

＜心配ごとや愚痴を聞いてくれる人＞     ＜病気の際の看病や世話をしてくれる人＞ 

  

 

■家族や友人・知人以外で、何かあったときに相談する相手 

Ｑ．家族や友人・知人以外で、何かあったときに相談する相手を教えてください（いくつでも） 

 

  

56.0

40.4

36.2

32.8

24.7

11.0

1.8

3.7

2.0

0% 20% 40% 60% 80%

配偶者

友人

兄弟姉妹・親戚・親・孫

別居の子ども

同居の子ども

近隣

その他

そのような人はいない

無回答

【n=1,424】

62.6

34.1

29.9

17.5

3.7

1.3

1.4

5.5

2.2

0% 20% 40% 60% 80%

配偶者

同居の子ども

別居の子ども

兄弟姉妹・親戚・親・孫

友人

近隣

その他

そのような人はいない

無回答

【n=1,424】

23.5

14.5

11.4

5.8

3.4

4.5

44.6

9.8

0% 10% 20% 30% 40% 50%

医師・歯科医師・看護師

地域包括支援センター・市役所

社会福祉協議会・民生委員

ケアマネジャー

自治会・町内会・老人クラブ

その他

そのような人はいない

無回答

【n=1,424】
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⑤認知症について 

自分や家族に認知症の症状があるかについては、「はい」が９.４%となっています。 

認知症に関する相談窓口の認知度は、「はい」（知っている）が２１.７％、「いいえ」（知ら

ない）が７４.４％となっています。 

知っている相談窓口については、「地域包括支援センター」が６１.５％で最も多く、以下、

「認知症疾患医療センター」が３１.７％、「保健所」が１７.２％などとなっています。 

 

■認知症の症状                         ■相談窓口の認知度 

Ｑ．認知症の症状がある又は家族に認知症の症状
がある人がいますか（１つ） 

Ｑ．認知症に関する相談窓口を知っていますか 
（１つ） 

 

 

 

■知っている認知症の相談窓口 

Ｑ．知っている相談窓口はどこですか。（いくつでも） 

 

 

 

  

はい

9.4%

いいえ

87.7%

無回答

2.9%

【n=1,424】

61.5

31.7

17.2

4.9

2.3

6.8

7.1

0% 20% 40% 60% 80%

地域包括支援センター

認知症疾患医療センター

保健所

認知症の人と家族の会

若年性認知症コールセンター

その他

無回答

【n=309】

はい

21.7%

いいえ

74.4%

無回答

3.9%

【n=1,424】



第２章 高齢者の現状 

27 

 

 ⑥住み慣れた地域で暮らし続けるために必要な支援について 

在宅で自立した生活を続けていくために、必要になると思う支援やサービスは何か尋

ねたところ、「配食」が４４.１％で最も多く、以下、「具合が悪いときの病院等への連絡」が

４２.０％、「掃除・洗濯」が４１.０％、「外出同行（通院、買い物など）」が３８.９％、「買い物

（宅配は含まない）」が３８.８％などとなっています。 

 

■在宅生活を続けるために必要な支援・サービス 

Ｑ．あなたが、在宅で自立した生活を続けていくために、必要になると思う支援やサービスは何ですか。
（いくつでも） 

 

 

  

44.1

42.0

41.0

38.9

38.8

37.4

34.8

34.6

33.8

31.2

30.9

28.3

21.2

3.0

32.5

0% 10% 20% 30% 40% 50%

配食

具合が悪いときの病院等への連絡

掃除・洗濯

外出同行（通院、買い物など）

買い物（宅配は含まない）

ゴミ出し

調理

緊急時の家族への連絡

災害時の避難の手助け

見守り、声かけ

話し相手や相談相手

移送サービス（介護・福祉タクシー等）

サロンなどの定期的な通いの場

その他

無回答

【n=1,424】
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⑦高齢者のための施策やサービスについて 

将来、介護が必要となったとき、不安なことはなにか尋ねたところ、「家族に負担をか

けること」が７７.０％で最も多く、以下、「身体機能の低下」が５７.０％、「経済的なこと」が

５２.２％、「認知機能の低下」が４９.９％、「介護サービスの知識がないこと」が１７.９％な

どとなっています。 

人生の最期をどこで過ごしたいか尋ねたところ、「自宅」が６８.５％で最も多く、以下、

「病院」が１３.６％、「施設」が７.２％、「子など親族の家」が１.０％となっています。 

 

■介護が必要になった時、不安に感じること 

Ｑ．将来、介護が必要となったとき、不安なことはなんですか。（いくつでも） 

 

 

■人生の最期を過ごしたい場所 

Ｑ．あなたは、人生の最期をどこで過ごしたいと思いますか。（１つ） 

 

 

  

77.0

57.0

52.2

49.9

17.9

13.8

6.4

0.9

7.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家族に負担をかけること

身体機能の低下

経済的なこと

認知機能の低下

介護サービスの知識がないこと

介護してくれる家族がいないこと

相談できる相手がいないこと

その他

無回答

【n=1,424】

自宅

68.5%子など親族の家

1.0%

病院

13.6%

施設

7.2%

その他

2.1%

無回答

7.7%

【n=1,424】
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⑧在宅で暮らすために重要な介護保険サービス 

介護や医療が必要になっても、在宅で暮らし続けるために、特に重要だと思う介護保

険のサービスについて尋ねたところ、「訪問診療」が６２.５％で最も多く、以下、「訪問看

護」が４４.７％、「訪問介護（ホームヘルプサービス）」が４３.０％、「通所介護（デイサービ

ス）」が２６.５％、「福祉用具レンタル」が２１.１％などとなっています。 

 

■在宅で暮らすために重要な介護保険サービス 

Ｑ．介護や医療が必要になっても、在宅で暮らし続けるために、あなたが特に重要だと思う介護保険の
サービスはなんですか。（あてはまるもの３つまで） 

 

 

  

62.5

44.7

43.0

26.5

21.1

15.7

13.6

11.0

9.5

7.1

0.8

3.0

5.1

0% 20% 40% 60% 80%

訪問診療

訪問看護

訪問介護（ホームヘルプサービス）

通所介護（デイサービス）

福祉用具レンタル

短期入所（ショートステイ）

住宅改修・福祉用具購入

住まい（サービス付き高齢者住宅や有料老人ホームなど）

小規模多機能型サービス

リハビリテーション

その他

特にない

無回答

【n=1,424】
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⑨市が力を入れるべき高齢者の保健福祉施策について 

これからの高齢者の保健福祉施策として、市に特に力を入れてもらいたいことを尋ね

たところ、「在宅医療の充実」が５４.８％で最も多く、以下、「介護保険の在宅サービスの

充実」が４６.１％、「在宅で介護している家族への支援」が３９.５％、「一人暮らし高齢者等

の見守り活動」が３８.４％、「緊急時・災害時の支援体制の充実」が３２.９％などとなって

います。 

 

■市が力を入れるべき高齢社会への対応 

Ｑ．これからの高齢者の保健福祉施策として、市に特に力を入れてほしいと思うものはどれですか。 
（いくつでも） 

   

  

54.8

46.1

39.5

38.4

32.9

31.4

27.4

24.0

19.4

15.4

15.0

9.1

8.4

8.3

7.0

6.9

6.3

4.1

3.2

2.9

0.8

3.4

6.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

在宅医療の充実

介護保険の在宅サービスの充実

在宅で介護している家族への支援

一人暮らし高齢者等の見守り活動

緊急時・災害時の支援体制の充実

介護保険の施設サービスの充実

健康づくりと介護予防の推進

認知症対策の充実

相談支援体制の充実

高齢者向け住宅等の居住環境の整備

防犯対策・交通安全対策の充実

高齢者が集えるサロン等の充実

高齢者の雇用機会の拡充

判断能力が低下した際の契約や財産管理等の支援

生涯学習・生涯スポーツ等の振興

高齢者虐待への対応強化

ボランティア活動に対する支援

デジタル機器（スマートフォンやパソコンなど）

を活用した介護予防等の取組

老人クラブの充実

世代間交流の機会の拡充

その他

特にない

無回答

【n=1,424】
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（２）在宅介護実態調査 

 ①在宅で介護を担っている家族や親族について 

家族や親族からの介護を受けている割合は６８.２％となっています。主な介護者は、

「子」が３８.９％で最も多く、次いで、「配偶者」が２１.７％となっています。 

また、過去１年間で、家族や親族が介護を主な理由に離職・転職した割合は５.７％とな

っています。 

 

■家族や親族からの介護                         ■主な介護者 

Ｑ．ご家族やご親族の方からの介護は、週にどのくらい
ありますか（１つ） 

Ｑ．主な介護者の方は、どなたですか（１つ） 

  

 

■介護を理由に退職した家族や親族 

Ｑ．ご家族やご親族の中で、ご本人（認定調査対象者）の介護を主な理由として、過去１年の間に仕事を
辞めた方はいますか（いくつでも） 

 

 

  

ない

24.3% 家族・親族の介護はある

が、週に１日よりも少ない

4.4%

週に１～２日ある

8.0%

週に３～４日ある

1.8%

ほぼ毎日ある

54.0%

無回答

7.5%

【n=226】

配偶者

21.7%

子

38.9%

子の配偶者

11.9%

孫

1.3%

兄弟・姉妹

0.4%

その他

1.8%

無回答

23.9%

【n=226】

60.2

4.4

0.9

0.4

0.0

0.4

33.6

0% 20% 40% 60% 80%

介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない

主な介護者が仕事を辞めた（転職除く）

主な介護者が転職した

主な介護者以外の家族・親族が仕事を辞めた（転職除く）

主な介護者以外の家族・親族が転職した

わからない

無回答

【n=226】
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②家族や親族による介護の状況 

主な介護者が行っている介護等は、「その他の家事（掃除、洗濯、買い物 等）」が６０.６％

で最も多く、以下、「食事の準備（調理等）」が５４.４％、「金銭管理や生活面に必要な諸手

続き」が５３.５％、「外出の付き添い、送迎等」が５１.８％、「服薬」が３８.９％などとなって

います。 

一方、主な介護者が不安に感じる介護等は、「外出の付き添い、送迎等」が３４.５％で

最も多く、以下、「認知症状への対応」が２８.３％、「その他の家事（掃除、洗濯、買い物 

等）」が２６.１％、「夜間の排泄」が２３.０％などとなっており、身体介護を伴う場合の不安

が比較的多くなっています。 

 

■現在行っている介護                      ■不安に感じる介護 

Ｑ．現在、主な介護者の方が行っている介護等につ
いて、ご回答ください（いくつでも） 

Ｑ．現在の生活を継続していくにあたって、主な
介護者の方が不安に感じる介護等につい
て、ご回答ください（いくつでも） 

 

 

  

60.6

54.4

53.5

51.8

38.9

24.8

23.9

19.5

19.5

16.4

15.5

14.6

11.1

6.6

4.4

0.0

23.9

0% 50% 100%

その他の家事（掃除、

洗濯、買い物 等）

食事の準備（調理等）

金銭管理や生活面に

必要な諸手続き

外出の付き添い、送迎等

服薬

衣服の着脱

認知症状への対応

日中の排泄

身だしなみ（洗顔・歯磨き等）

夜間の排泄

屋内の移乗・移動

入浴・洗身

食事の介助（食べる時）

医療面での対応

（経管栄養、ストーマ 等）

その他

わからない

無回答

【n=226】

34.5

28.3

26.1

23.0

22.6

22.6

19.9

16.4

15.9

13.3

11.1

9.3

6.6

5.3

6.2

5.8

0.4

18.1

0% 20% 40%

外出の付き添い、送迎等

認知症状への対応

その他の家事（掃除、

洗濯、買い物 等）

夜間の排泄

入浴・洗身

食事の準備（調理等）

日中の排泄

金銭管理や生活面に

必要な諸手続き

屋内の移乗・移動

服薬

衣服の着脱

食事の介助（食べる時）

身だしなみ

（洗顔・歯磨き等）

医療面での対応

（経管栄養、ストーマ 等）

その他

不安に感じている

ことは、特にない

主な介護者に確認

しないと、わからない

無回答

【n=226】
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③主な介護者の仕事と介護の両立について 

主な介護者のうち、フルタイムが２１.７％、パートタイムが１２.８％で、計３４.５％が就労

しており、仕事と介護の両立については、「続けていくのは、かなり難しい」が９.０％、「続

けていくのは、やや難しい」が１０.３％となっています。 

 

■主な介護者の勤務形態                   ■主な介護者の仕事と介護の両立 

Ｑ 主な介護者の方の現在の勤務形態について、
ご回答ください（１つ） 

Ｑ 主な介護者の方は、今後も働きながら介護を
続けていけそうですか（１つ） 

  

 

過去１年間で、介護している家族や親族が離職した割合は４.４％となっています。 

 

■介護を理由に退職した家族や親族 

Ｑ．ご家族やご親族の中で、ご本人（認定調査対象者）の介護を主な理由として、過去１年の間に仕事を
辞めた方はいますか（いくつでも） 

 

 

  

フルタイムで

働いている

21.7%

パートタイムで

働いている

12.8%

働いていない

43.8%

主な介護者に確認

しないとわからない

1.3%

無回答

20.4%

【n=226】

問題なく、

続けていける

17.9%

問題はあるが、

何とか続けていける

52.6%

続けていくのは、

やや難しい

10.3%

続けていくのは、

かなり難しい

9.0%

主な介護者に確認

しないと、わからない

1.3%

無回答

9.0%

【n=78】

60.2

4.4

0.9

0.4

0.0

0.4

33.6

0% 20% 40% 60% 80%

介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない

主な介護者が仕事を辞めた（転職除く）

主な介護者が転職した

主な介護者以外の家族・親族が仕事を辞めた（転職除く）

主な介護者以外の家族・親族が転職した

わからない

無回答

【n=226】
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仕事と介護の両立に効果のある勤め先からの支援は、「介護休業・介護休暇等の制度

の充実」が３０.８％で最も多く、以下、「介護をしている従業員への経済的な支援」が２４.４％、

「制度を利用しやすい職場づくり」が２３.１％などとなっています。 

 

■仕事と介護の両立に効果のある勤め先からの支援 

Ｑ．主な介護者の方は、勤め先からどのような支援があれば、仕事と介護の両立に効果があると思いま
すか（いくつでも） 

   

30.8

24.4

23.1

19.2

15.4

6.4

6.4

1.3

2.6

23.1

1.3

9.0

0% 10% 20% 30% 40%

介護休業・介護休暇等の制度の充実

介護をしている従業員への経済的な支援

制度を利用しやすい職場づくり

労働時間の柔軟な選択（フレックスタイム制など）

自営業・フリーランス等のため、勤め先はない

仕事と介護の両立に関する情報の提供

介護に関する相談窓口・相談担当者の設置

働く場所の多様化（在宅勤務・テレワークなど）

その他

特にない

主な介護者に確認しないと、わからない

無回答

【n=78】
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４ 課題の整理 

本市の現状を踏まえ、高齢者福祉に関わる課題を整理しました。 

 

（１）地域における支え合い 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査によると、住み慣れた地域で暮らし続けるために必

要な支援として、「配食」、「具合が悪いときの病院等への連絡」、「掃除・洗濯」、「外出同行

（通院、買い物など）」、「買い物（宅配は含まない）」などが多く挙げられており、身の回りの

生活支援が求められています。 

一方、地域への参加状況は、「町内会・自治会」は２割となっており、地域づくりの参加意

向は、参加者としては５割、企画・運営者としては３割が「ある」と回答しています。 

地域共生社会の実現に向けて、地域において、公的な支援と民間の支援が一体となって

高齢者の暮らしを支えていけるよう、より一層地域住民や組織の主体的な活動を促進し、

見守りや日常生活支援の体制づくりを推進していく必要があります。 

 

（２）健康づくり・介護予防 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査によると、第８期計画時に比べ、リスク該当の割合が

高くなっており、新型コロナウイルス感染症対策による外出自粛などで高齢者の活動が減

少していることが、少なからず影響していると考えられます。 

今後は、生活機能の低下リスクが高くなる７５歳以上の高齢者が多くなることが見込ま

れることから、高齢者自らが、健診等を受けて健康状態を把握し、健康管理に取り組めるよ

うに支援していく必要があります。 

また、心身の生活機能の低下を防ぐフレイル予防や、介護予防・重度化防止の取り組みを

推進するとともに、事業に参加しやすく、高齢者が自主的、継続的に介護予防活動ができ

るよう支援することが必要となります。 
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（３）相談支援体制 

本市の高齢者を含む世帯は世帯数、構成比ともに増加しており、単身高齢者世帯、高齢

者のみ世帯いずれについても増加している状況です。 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査によると、心配ごとや愚痴を聞いてくれる人は、「配

偶者」や「友人」など身近な人が多くなっていますが、家族や友人・知人以外で、何かあった

ときに相談する相手については、４割が「そのような人はいない」と回答しています。 

今後、支援を必要とする高齢者のみ世帯が増加していくことや、８０５０問題（８０代の親

が５０代の子供の生活を支える問題）など問題が複雑化・複合化することが見込まれるた

め、地域での支え合いの仕組みづくりを進めるとともに、地域包括支援センターなどの身

近な相談窓口の周知と分かりやすい情報提供に努めていく必要があります。 

介護や子育ての疲れやストレスなどは、虐待の発生要因にもなることから、不安や悩み

などに対する助言を行うほか、他分野との連携を強化し支援していく必要があります。 

また、認知症の進行などにより、財産管理や契約行為などを自分で行えなくなる方が増

えることが予想され、そういった方々の支援策として、成年後見制度の利用を促進する必

要があります。 

 

（４）家族介護者支援 

在宅介護実態調査によると、自宅で家族が介護を担っている割合は７割を占めています。 

また、主な介護者が不安に感じることとして、「外出の付き添い、送迎等」、「認知症状へ

の対応」、「その他の家事（掃除、洗濯、買い物 等）」、「夜間の排泄」などが多く挙げられて

おり、そうした不安な介護への実質的な支援による介護者の負担軽減が求められます。 

さらに、主な介護者の４割が働きながら介護を担い、多くの方が仕事と介護の継続につ

いて何らかの問題を抱えている中、約２割が仕事と介護の両立を困難に感じていることか

ら、介護をするために仕事を辞める「介護離職」を防ぐための支援の充実が求められます。 

加えて、今後介護と子育てを両立するダブルケアの状況にある家庭やヤングケアラーな

どの介護者が増加していくことも考えられます。相談機能を強化しながら、家族介護者へ

の支援を充実させる必要があります。 
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（５）認知症施策 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査によると、本市の高齢者の「認知機能」の低下リスク

の該当状況は４割を占めており、認知症の予防や支援等の取り組みが重要となります。 

本市は、国の認知症施策推進大綱に基づき、認知症本人や家族の視点とともに、「共生」

と「予防」の観点から認知症サポーター養成講座や認知症相談会、各関係事業所等と連携

を図る会議などの事業を推進してきました。 

令和５年６月１４日に「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が成立し、認知

症施策推進に関する基本理念と、国・地方公共団体・国民の責務等が明確に示されました。

今後も認知症高齢者のさらなる増加が見込まれる中、地域包括支援センターや医療機関、

事業者等が連携を一層強め、認知症への理解を深めるための啓発、認知症本人と家族の

視点に立った支援の検討、地域の見守り活動等（地域づくり）に取り組む必要があります。 

 

（６）在宅医療・介護連携 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査によると、市が力を入れるべき高齢者の保健福祉施

策として、「在宅医療の充実」、「介護保険の在宅サービスの充実」、「在宅で介護している家

族への支援」などが高くなっています。 

また、人生の最期を過ごしたい場所として、自宅での生活を希望する割合が約７割を占

めており、在宅で介護を受けながら生活できるよう、在宅医療、介護サービスの提供体制

の整備が求められています。高齢者の増加が予測されるなか、住み慣れた地域で自分らし

い暮らしを最期まで続けることができるよう在宅医療と介護の連携の必要性がより一層

高まっています。 

在宅医療と介護の連携は、退院支援、日常の療養支援、急変時の対応、看取りなど、さま

ざまな局面で求められており、地域における関係機関の連携体制の強化を図るとともに、

広く市民に対して在宅医療に関する理解を深めるための普及啓発や情報提供を推進して

いく必要があります。 
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（７）安定した介護サービスの提供 

今後も、後期高齢者人口の伸びや単身高齢者世帯、高齢者のみ世帯の増加、認知症高齢

者の増加により、介護サービスの需要及び介護費用は一層高まることが予想されます。 

安定的な介護保険サービスを提供できるよう、地域における介護基盤を維持・確保して

いく必要があります。 

また、利用者の適正な認定や必要とするサービスが適正に提供できるよう、介護給付費

適正化の取組を充実していくことが求められます。 

 

（８）地域包括ケアシステムを支える介護人材確保対策 

介護人材の確保が困難な状況にあり、人材募集における支援が求められています。 

また、介護職員の定着や質の向上の視点からは、業務量が多いことや人材不足などのた

め、研修や指導が十分に実施できない環境にあり、研修や交流の場の提供が求められてい

ます。 

令和２２（２０４０）年を見据えて、必要なサービスの見込みを定めるとともに、サービス

提供に必要となる介護人材の確保及び資質の向上並びにその業務の効率化及び質の向上

が求められており、人材確保及び人材定着のための支援を進めていく必要があります。  
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第３章 今後の高齢者の状況 

 

１ 将来推計 

（１）推計人口 

本市の住民基本台帳を基に、コーホート変化率法（同じ年に生まれた人々の動向から変化率

を求め、その結果に基づき将来人口を推計する方法）により算出した推計人口をみると、本市

の総人口は年々減少し、計画最終年の令和８年には３５,８０２人となることが見込まれます。 

人口構成比では高齢化率は増加を続け、令和８年には４０.１％となり、令和１２年には４２.５％、

令和２２年には４６.９%となる見通しです。 

 

■推計人口  

 
■推計人口（構成比） 

 
 

  

3,354 3,168 3,005 2,831 2,709 2,577 2,132 1,547

21,497 20,972 20,451 19,940 19,382 18,881
16,788

12,905

14,377 14,420 14,368 14,310 14,376 14,344
14,000

12,780

39,228 38,560 37,824 37,081 36,467 35,802
32,920

27,232

0人

10,000人

20,000人

30,000人

40,000人

50,000人

令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年 令和8年 令和12年 令和22年

資料：住民基本台帳に基づく推計（各年10月１日現在）

65歳以上

15-64歳

0-14歳

【実績値】 【推計値】→

8.6 8.2 7.9 7.6 7.4 7.2 6.5 5.7

54.8 54.4 54.1 53.8 53.1 52.7 51.0 47.4

36.6 37.4 38.0 38.6 39.4 40.1 42.5 46.9 
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80%
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令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年 令和8年 令和12年 令和22年

資料：住民基本台帳に基づく推計（各年10月１日現在）

65歳以上

15-64歳

0-14歳

【実績値】 【推計値】→
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（２）高齢者人口の推計 

本市の高齢者人口の推計をみると、およそ半数を占める６５～７４歳の高齢者は減少を続け、

令和６年以降に７,０００人を下回り、令和８年には６,２７４人となることが見込まれます。 

また、７５歳以上の高齢者は令和５年以降、６５～７４歳の高齢者数を上回って推移し、令和１２

年にピークを迎え、８,４９８人となり、後期高齢者の占める割合は６割を超えることが見込まれ

ます。 

 

■高齢者人口の推計 

 
■高齢者人口の推計（構成比） 

 

 

  

7,499 7,298 7,057 6,777 6,551 6,274 5,502 4,614

4,430 4,653 4,884 5,199 5,379 5,539 5,967

4,644

2,448 2,469 2,427 2,334 2,446 2,531 2,531

3,522

14,377 14,420 14,368 14,310 14,376 14,344 14,000
12,780
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15,000人

20,000人

令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年 令和8年 令和12年 令和22年

資料：住民基本台帳に基づく推計（各年10月１日現在）

85歳以上

75-84歳

65-74歳

【実績値】 【推計値】→

52.2 50.6 49.1 47.4 45.6 43.7 39.3 36.1

30.8 32.3 34.0 36.3 37.4 38.6 42.6
36.3

17.0 17.1 16.9 16.3 17.0 17.6 18.1 
27.6 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年 令和8年 令和12年 令和22年

資料：住民基本台帳に基づく推計（各年10月１日現在）

85歳以上

75-84歳

65-74歳

【実績値】 【推計値】→
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２ 要支援・要介護認定者の推計 

本市の要支援・要介護認定者数の推計をみると、計画最終年の令和８年には２,４４８人となり、

認定率は１６.７％となることが見込まれます。 

令和１２年以降、認定者数は減少に転じますが、団塊ジュニア世代が高齢者となる令和２２年

以降は、要支援・要介護認定を受ける第１号被保険者の増加が想定されます。 

 

■要支援・要介護認定者数の推計 

 

■要支援・要介護認定者数（要介護度別）の推計 

 

 

  

61 54 54 54 54 54 52 47 

2270 2,334 2,269 2,324 2,362 2,394 2,334 2,322

2,331 2,388 2,323 2,378 2,416 2,448 2,386 2,369

15.8% 16.2% 15.8% 16.2% 16.4% 16.7% 16.7% 18.2%
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資料：地域包括ケア「見える化」システムによる推計（各年９月末現在）

第１号被保険者

（65歳以上）

第２号被保険者

（40-64歳）

第１号被保険者

認定率

第２号被保険者

認定率

【実績値】 【推計値】→

255 279 283 280 285 292 280 290

272 262 277 275 283 285 264 250

515 528 518 527 533 538 532 530

389 385 373 379 385 388 382 354

342 356 330 352 352 359 351 363

324 348 316 336 344 348 345 353

234 230 226 229 234 238 232 229

2,331 2,388 2,323 2,378 2,416 2,448 2,386 2,369
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資料：地域包括ケア「見える化」システムによる推計（各年９月末現在）

要介護5

要介護4

要介護3

要介護2

要介護1

要支援2

要支援1

【実績値】 【推計値】→
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３ 認知症高齢者の推計 

本市の認知症高齢者の推計（要支援・要介護認定者に対する認知症高齢者自立度Ⅱ以上の割

合を人口推計に乗じて算定）をみると、年々増加を続け、計画最終年の令和８年に１,９６９人、団

塊ジュニア世代が高齢者となる令和２２年には２,１６９人となり、高齢者の約１７％を占めると見

込まれます。 

 

■認知症高齢者の推計 

 

  

1,525 1,577 1,659
1,816

1,969
2,074

2,169

0人

1,000人

2,000人

3,000人

令和4年 令和5年 令和6年 令和7年 令和8年 令和12年 令和22年

資料：地域包括ケア「見える化」システムを活用した推計（各年10月末）
【実績値】 【推計値】→
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誰もが健康で 
いきいきと暮らせるまちづくり 

第４章 計画の基本的な考え方 

 

１ 基本理念 
 

 

 

 

 

 

今後、本市では、７５歳以上の後期高齢者が増加し、特に介護ニーズの高い８５歳以上の

高齢者は令和１７年にピークを迎えることが見込まれており、中長期的な視点を踏まえた

介護サービス基盤の充実が求められます。 

また、高齢化が一層進む中で、制度や分野の枠にとらわれず、一人ひとりが世代や背景

を超えてつながり、支え合い、助け合いながら暮らすことのできる、地域共生社会の実現に

向けた取り組みを進めていく必要があります。 

高齢者が住み慣れた地域で、安心して暮らすためには、高齢者の生活を支える介護、予

防、医療、住まい、生活支援サービスが、必要に応じ、適切かつ円滑にコーディネートされる

体制である地域包括ケアシステムを構築することが必要です。 

このために、市は、高齢者一人ひとりの健康維持・重度化防止の支援や、介護が必要にな

ったときに安心して支援を受けられるよう、介護サービス等の「共助」、行政の「公助」の体

制整備を進めます。 

そして、高齢者一人ひとりが介護保険法の趣旨を踏まえて健康増進や、もしも介護が必

要になったときのために予め備える「自助」、高齢者自身だけでなくあらゆる世代が身近な

人間関係の中で、自発的に地域の困っている方を支え合う「互助」のまちづくりを進めるこ

とが、この計画の目指すところです。 

「第３次稲敷市総合計画」では、福祉・健康分野のまちづくりの基本目標として『誰もが健

康でいきいきと暮らせるまちづくり』を掲げています。 

本計画は、その「第３次稲敷市総合計画」における高齢者保健福祉に関連する個別計画

であり、目標や将来都市像と方向性をともにしていることから、『誰もが健康でいきいきと

暮らせるまちづくり』を、この計画の基本理念と位置付けます。 
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２ 基本目標 

本計画では、基本理念を実現するために５つの基本目標を定め、計画の推進を図るものと

します。なお、「基本目標５ 充実した介護サービスの提供」は介護保険事業計画に相当するも

のとし、「第７章 介護保険サービス」以降で展開するものとします。 
 

基本目標１ 地域包括ケア体制の充実 

社会が変化し、複合化・複雑化した課題を抱える個人や世帯が増える中、地域包括支援セン

ターを中心とした、支援の入口となる相談機能を充実させるとともに、高齢者だけでなく、生

活困窮分野、障がい分野、児童福祉分野など他分野との連携をより強化し支援していきます。 

また、家族等介護者の高齢化に伴う介護力の低下、さらには、核家族化や共働き世帯の増

加に伴う介護と育児の「ダブルケア」、あるいは夫婦２人で両親の親４人を介護する「多重介

護」等といった新たな問題にも注意を払わなくてはなりません。介護者が家族等の介護に伴

い離職することは、本人だけでなく企業等や地域経済に与える影響もあると考えられます。

介護離職を防ぐためにも、家族等介護者が相談や情報提供が受けられるよう、支援体制の充

実を図ります。 

 

基本目標２ 健康づくりの推進 

健康寿命の延伸と介護予防のため、自ら取り組むことができるよう支援するとともに、後

期高齢者医療制度加入者を対象とした高齢者健康診査などの保健事業と連携した介護予防、

重度化防止のための一体的な取り組み「高齢者の保健事業と介護予防の一体化事業」などに

より、高齢者の健康づくりの推進に取り組んでいきます。 

また、地域の実情を踏まえながら介護予防事業を展開していくとともに住民主体で身近な

場所でできる介護予防教室の支援を促進します。 

さらに、生活機能の低下予防に向け、高齢者の意識啓発と主体的な取り組みを促進してい

くとともに、身近な地域における「通いの場」など、地域の団体による自主的な活動が展開さ

れる体制づくりを推進します。 
 

  



第４章 計画の基本的な考え方 

49 

基本目標３ 生きがいづくりや社会参加の促進 

人とのつながりや交流、趣味や生きがいは、うつや閉じこもりを予防し、高齢者が幸せに暮

らしていく上で重要な要素であり、心身の健康や介護予防にも密接に関連します。 

高齢者がいつまでもいきいきと暮らしていくために、生涯学習や文化活動の推進を図ると

ともに、世代間交流や高齢者の健康づくりにもつなげていきます。  

また、高齢者が地域社会を支える新たな担い手として活躍し、社会的な役割を持つことに

よって、生きがいを感じることができるよう、高齢者の持っている技能を社会において生か

すために、シルバー人材センターの活用など、就労支援の推進を図り、高齢者の社会参加を

促していきます。 

 

基本目標４ 必要なときに高齢者を支えるサービスの提供 

今後、７５歳以上の高齢者の急増が見込まれるなか、高齢者が住み慣れた地域で安心して

暮らし続けられるよう、医療、介護、予防、生活支援、住まいが包括的に提供される地域包括

ケアシステムを一層推進していきます。 

地域包括ケアシステムは、自助（介護予防や健康づくりのための自身の取り組み）、互助（地

域での暮らしの支えあい）、共助（介護保険、医療保険などの社会保険サービス）、公助（行政

サービス）の連携が不可欠であることから、共助、公助はもとより、自助、互助における住民

主体の介護予防や生活支援、支えあいの体制づくりを進めます。 

 

基本目標５ 充実した介護サービスの提供 

今後、単身高齢者世帯や高齢者のみ世帯、認知症高齢者等の増加によりサービス利用の増

加が見込まれることから、要介護者のニーズに合わせた在宅での通所・訪問サービス、施設や

居住系のサービスの提供体制の確保を図るとともに、介護人材の育成・確保や介護サービス

の質の向上に努めます。 

介護保険制度の活用により、介護が必要になっても、本人と家族が安心して暮らせるよう

に各種サービスの充実を図ります。 

また、持続可能な介護保険制度運営のため、要介護認定調査や認定審査会の適正な実施に

より、公正な要介護認定に努めるとともに、専門職と連携しながらサービス内容の効果的な

点検を実施することで、利用者が真に必要とするサービスの提供に努め、介護給付の適正化

を図ります。 

 さらに、ICT の活用により介護事業者の文書に係る負担軽減を図り、業務の効率化を推

進します。 
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３ 計画の体系 
 

《 基本目標 》  《 具体的事業 》 

基本目標１ 
 

地域包括ケア体制の 
充実 

１ 介護予防・日常生活支援総合事業 

（１）介護予防・生活支援サービス事業 

（２）一般介護予防事業 

２ 包括的支援事業 

 （１）地域包括支援センターの運営及び機能強化  

（２）在宅医療・介護連携推進事業 （３）認知症施策の推進 

（４）生活支援体制整備      （５）地域共生社会に向けた取組 

３ 任意事業 

（１）介護給付費等費用適正化事業  

（２）成年後見制度利用支援助成事業（３）認知症サポーター養成事業 

基本目標２  
 

健康づくりの推進 

１ 成人保健サービス 

 （１）健康相談  （２）健康教育  （３）健康診査 （４）がん検診 

２ 保健事業と介護予防・フレイル対策の一体的推進 

 （１）保健分野関連計画との連携  

（２）個々に合わせた健康づくり及び介護予防 

 （３）通いの場の拡充・フレイル予防の普及啓発 

基本目標３  
 

生きがいづくりや 

社会参加の促進 

１ 生きがい事業 

（１）敬老事業          （２）老人クラブ助成事業 

（３）高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 

２ 生涯学習 

 （１）いなしき大学（高齢者大学） （２）文化協会 

 （３）公民館講座         （４）スポーツ協会 

３ 就業促進 

 （１）シルバー人材センター事業 

基本目標４ 
  

必要なときに高齢者を 
支えるサービスの提供 

１ 生活支援 

 （１）高齢者等配食サービス事業 （２）緊急通報体制整備事業 

 （３）愛の定期便事業       （４）ふれあい給食サービス事業 

 （５）ふれあい電話事業     （６）徘徊高齢者家族支援サービス 

 （７）福祉有償運送（ＮＰＯ等）  （８）タクシー券助成事業 

 （９）公共交通再編事業     （１０）高齢者向け出前講座 

 （１１）訪問理美容助成事業 

（１２）徘徊高齢者等ＳＯＳネットワーク事業 

（１３）高齢者等買い物支援事業 

２ 経済支援 

 （１）シルバーカー購入費助成事業  

（２）老人性白内障補助眼鏡等購入費助成事業 

（３）老人ホーム入所援護事業 

（４）家族介護慰労金支給事業 

（５）家族介護紙おむつ支給事業 

３ 住まいの確保 

（１）サービス付き高齢者向け住宅及び有料老人ホーム 

４ 高齢者の安全確保 

 （１）高齢者台帳システム整備事業 （２）救急医療情報キット配付事業 

  （３）地域防災計画等との連携     （４）高齢者の交通安全       

（５）高齢者の防犯対策 

５ 権利擁護と虐待防止 

（１）成年後見制度利用支援事業 （２）日常生活自立支援事業の利用支援 

（３）高齢者虐待の防止   
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第５章 地域包括ケアシステム 

 

１ 市が目指す地域包括ケアシステムの深化・推進 

本市では、可能な限り住み慣れた地域で継続して生活できる社会の実現に向けて、地域

の絆を活かして、下図のような様々なサービスがネットワークを結ぶ取組を行っています。 

今後も、地域包括ケアシステムを深化させ、必要な時に必要なサービスを組み合わせて

活用できるよう、常に新たなニーズに対応する地域資源を発掘・整理し、ニーズに合わせた

サービスの提供を行うとともに、ネットワークがさらに強固なものになるよう地域包括支援

センターを充実させ、介護予防事業の強化や地縁を活かした生活支援の体制を構築します。 

 

■地域包括ケアシステムのイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

病気になったら…

医 療

介護が必要になったら…

介 護

老人クラブ・自治会・ボランティア・ＮＰＯ 等

・地域包括支援センター

・ケアマネジャー

相談業務やサービス

のコーディネートを

行います

通所・入所通院・入院

・自宅

・サービス付き

高齢者向け住宅 等

※ 地域包括ケアシステムは、

おおむね30分以内に必要なサービス

が提供される日常生活圏域（具体的
には中学校区）を単位として想定

生活支援体制整備

・地域づくり

いつまでも

元気に暮らすために…

介護予防

日常の医療:

・かかりつけ医

・地域の連携病院

住 ま い

いつまでも

自立して暮らせるように…

生活支援

◆施設・居住系サービス:
・介護老人福祉施設

・介護老人保健施設

・認知症共同生活介護

・特定施設入所者生活介護等

◆在宅系サービス:
・訪問介護・訪問看護・通所介護

・小規模多機能型居宅介護

・短期入所生活介護

・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

◆介護予防サービス

・急性期病院

・亜急性期・回復期

リハビリ病院
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２ 日常生活圏域の設定と地域密着型サービス 

（１）日常生活圏域の設定 

日常生活圏域とは、高齢者が住み慣れた身近な地域でサービスが受けられるよう設定したも

のです。 

本市においては、おおむね中学校区単位の４つの区域を日常生活圏域とし、引き続き、圏域

ごとに地域密着型サービス等の介護サービス基盤の計画的な整備・誘導を推進していきます。 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

■エリア図 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

●利用者の日常生活圏域（日常

生活を分断する幹線道路、コ

ミュニティが形成されてい

る学区等） 

●各圏域の拠点に利用者が気

軽に集まれる（公共施設等） 

 

 

●地域住民による支え合い活動が

可能な範囲（地域福祉の視点） 

●既に地域の高齢者を支えたり、サ

ービス提供している基盤（社会福

祉協議会の小地域活動） 

●新たなサービス提供事業者が参

入可能な規模（適切な人口規模） 

生活者の視点 支えあいの視点 

 
圏
域
の
設
定 

 

 

新利根地区 

 

 

江戸崎地区 

 

 

桜川地区 

 

 

東地区 
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（２）地域密着型サービス 

ひとり暮らし高齢者や認知症高齢者が増加する中、高齢者ができる限り住み慣れた地域で生

活が継続できるよう、地域密着型サービス（地域の特性に応じた多様で柔軟なサービス＜在宅

支援の強化＞）の整備を推進していきます。 

地域密着型サービスは、「介護サービス」と「介護予防サービス」に分かれており、次のような

特徴があります。 

 ① 原則として、市民のみが利用可能なサービス 

 ② 市内の日常生活圏域単位で、適正なサービス基盤のきめ細やかな整備が可能 

 ③ 地域の実情に応じた指定基準や介護報酬の設定が可能 

 

このサービスの指定及び指導・監督の権限は市にあり、公平・公正の観点から地域密着型サー

ビス運営委員会を設置して対応しています。 

 

■地域密着型サービス（法定）の種類（サービス利用は市被保険者のみ可能） 

１ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

２ 夜間対応型訪問介護 

３ 認知症対応型通所介護 

４ 小規模多機能型居宅介護 

５ 認知症対応型共同生活介護 

６ 地域密着型特定施設入居者生活介護（定員２９人以下、有料老人ホーム） 

７ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（定員２９人以下、特養） 

８ 看護小規模多機能型居宅介護 

９ 地域密着型通所介護 

 ※３～５については、対応する介護予防サービスがあります。 
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３ 日常生活圏域別事業所数 

 

■圏域別介護予防・生活支援サービス別事業所数（令和５年１０月１日現在）             単位：か所 

区分／圏域別 稲敷市 
江戸崎 
地区 

新利根 
地区 

桜川 
地区 

東 
地区 

訪問型 

サービス 

現行相当 訪問介護相当サービス ５ ２   ３ 

緩和基準 家事応援サービス ５ ２   ３ 

通所型 

サービス 

現行相当 通所介護相当サービス １６ ６ ３ １ ６ 

緩和基準 
いきいき通所サービス

会場数 
１    １ 

短期集中 元気づくり教室 １  １   

 

■圏域別地域密着型サービス事業所（令和５年１０月１日現在）                 単位：か所、人、床 

区分／圏域別 稲敷市 
江戸崎 
地区 

新利根 
地区 

桜川 
地区 

東 
地区 

認知症対応型通所介護 
事業所数 １ １    

定員 ３ ３    

小規模多機能型居宅介護 

事業所数 １    １ 

登録定員 ２９    ２９ 

通所定員 １８    １８ 

宿泊定員 ９    ９ 

認知症対応型共同生活介護 
事業所数 ３ ２   １ 

定員 ５４ ３６   １８ 

地域密着型通所介護 
事業所数 ５ ２ ０ １ ２ 

定員 ７９ ２８ ０ １５ ３６ 
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■圏域別介護サービス別事業所数（令和５年１０月１日現在）                  単位：か所、人、床 

区分／圏域別 稲敷市 
江戸崎 
地区 

新利根 
地区 

桜川 
地区 

東 
地区 

訪問介護 ７ ２   ５ 

訪問入浴介護      

訪問看護 １１ ６ ２ ２ １ 

通所介護 
事業所数 １０ ４ ２  ４ 

定員 ２７５ ９４ ６０  １２１ 

通所リハビリテーション 
事業所数 ３  １  ２ 

定員 ７８  ３８  ４０ 

訪問リハビリテーション ７ ４ １ １ １ 

短期入所生活介護 
事業所数 ５ ２ １ １ １ 

床数 ７５ ２６ １０ ２３ １６ 

短期入所療養介護（空床利用型） ２  １  １ 

居宅療養管理指導 ３２ １７ ３ ６ ６ 

介護予防支援 ２ １   １ 

福祉用具貸与 ３ １ ２   

特定福祉用具販売 ３ １ ２   

特定施設入居者生活介護 
事業所数      

定員      

居宅介護支援 介護 １４ ４ ５  ５ 

介護老人福祉施設 
事業所数 ５ ２ ２  １ 

定員 ３１０ １３４ ９６  ８０ 

介護老人保健施設 
事業所数 ２  １  １ 

定員 ２００  １００  １００ 

介護医療院 
事業所数      

定員      
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第６章 高齢者福祉計画 

基本目標１ 地域包括ケア体制の充実 

基本目標１ 地域包括ケア体制の充実 

地域支援事業は、被保険者が要介護状態等になることを予防するとともに、要介護状態

等になった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことがで

きるよう支援することを目的とするものです。 

下図のように、地域支援事業は、「介護予防・日常生活支援総合事業」、「包括的支援事

業」、「任意事業」の３つから構成されています。 

 

地域支援事業 

介護予防・日常生活支援

総合事業 

〇介護予防・生活支援サービス事業 

 ・訪問型サービス 

 ・通所型サービス 

 ・生活支援サービス 

 ・介護予防ケアマネジメント  

〇一般介護予防事業 

包括的支援事業 

〇地域包括支援センターの運営 

 (地域ケア会議の充実) 

〇在宅医療・介護連携推進事業 

〇認知症施策の推進 

 (認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員等) 

〇生活支援体制整備事業 

 (コーディネーターの配置、協議体の設置等) 

任意事業 
〇介護給付費適正化事業 

〇その他の事業 
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１ 介護予防・日常生活支援総合事業  

高齢化の進行にともない、一人暮らし高齢者や高齢者世帯、認知症高齢者など、地域におい

て支援を必要とする高齢者が増加するため、地域の支え合いがますます重要となっています。 

また、高齢者が地域でいきいきと活動するためには、フレイル予防を始めとした介護予

防の取組を推進し、高齢者自身の健康を維持することが重要です。 

これらの課題に対応するため、本市では平成２９年度から介護予防・日常生活支援総合

事業（総合事業）を実施しています。 

総合事業は、介護予防・生活支援サービス事業と一般介護予防事業から構成されており、

介護予防・生活支援サービス事業では、自立支援・重度化防止に資する取組として、訪問

型・通所型サービス及び介護予防ケアマネジメントを実施しています。 

一般介護予防事業については、健康寿命の延伸と生活の質の維持向上を図るという、介

護予防の普及啓発を目的として、介護予防教室等を実施してきました。 

また、高齢者に対する健康増進事業との連携や保健事業との一体的実施の取組を進め

ていくことで、より幅広い対象に対して介護予防の取組を行い、健康寿命の延伸を目指し

ます。 

国では、令和７年（２０２５年）までに高齢者の８.０％が何らかの通いの場へ参加すること

を目標としていますが、令和４年度の時点において本市では高齢者６.４％（介護予防・日常

生活圏域ニーズ調査）が参加しているという調査結果を踏まえ、目標を達成するにあたり

今後も自立支援・重度化防止の取組を進めるために、各事業の実施状況を把握し、事後評

価を行うとともに、多様な主体によるサービス提供体制の構築を目指します。 

今後もサービス利用の増加が見込まれる一方で、実施事業者の参画は地域により偏りが

あり、事業者の確保及びサロンの立ち上げや運営に携わるボランティアの人材確保が課題

となっています。 

利用者の選択肢を広げるため、日常生活圏域ごとの均衡を図りながら、需要に応じてサ

ービスの提供体制を確保します。 

また、地域の支え合い体制づくりを推進するため、関係機関と連携し、住民主体による通

いの場の提供など、サービスの多様化を図ります。 

さらに、総合事業を利用できるのは、要支援認定者等に限定されていますが、要介護認

定を受けると、それまで受けていた補助によるサービスの利用ができなくなるため、本人

の希望を踏まえて、介護保険の給付が受けられることを前提としつつ、対象者の弾力化を

行うという法改正がされました。現在、本市においては、補助によるサービスが創設されて

いないため、「総合事業の対象者の弾力化」については対象外となっています。 
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（１）介護予防・生活支援サービス事業 

要支援者や事業対象者が利用する訪問及び通所サービスとして、「介護予防・生活支援

サービス事業」の訪問型サービス、通所型サービスを実施しています。 

また、サービスの利用を計画作成する「介護予防ケアマネジメント」を地域包括支援セン

ターが実施しています。 

 

事業名 事業の内容  利用できる方 

第
１
号
訪
問
事
業 

（
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
） 

介護予防訪問介護相当

サービス 

従前の介護予防訪問介護と同様のサービス

で、ホームヘルパーによる身体介護や掃除・洗

濯などの生活援助を行います。 

 

○要支援認定を受

けた方 

○６５歳以上の方

で、基本チェック

リストを実施し総

合事業の対象者

と判定された方 

家事応援サービス 

（訪問型サービスＡ） 

介護福祉士等や稲敷市地域介護ヘルパー養

成研修修了者による、掃除・洗濯などの生活援

助を行います。 

 

    

第
１
号
通
所
事
業 

（
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
） 

介護予防通所介護相当

サービス 

従前の介護予防通所介護と同様のサービス

で、食事・入浴の提供や日常動作訓練を行うデ

イサービスです。 

 

いきいき通所サービス 

（通所型サービスＡ） 

２時間程度のミニデイサービス・運動・レクリ

エーション等を行います。 

 

元気づくり教室 

（通所型サービスＣ） 

３～６か月の短期集中で行う、生活機能を改

善するための運動器や口腔の機能向上や栄養

改善のプログラムです。 

 

    

 
介護予防ケアマネジメ

ント 

地域包括支援センターがサービスを利用する

ための計画を作成します。 

 

 

  



第６章 高齢者福祉計画 

 

 

64 

 

①第１号訪問事業（訪問型サービス） 

ア 介護予防訪問介護相当サービス 

 【利用実績】 

介護予防訪問介護相当サービスの利用実績は、令和３年度には令和５年度にかけて約

１.２倍増加しました。 

 【推計の考え方】 

第８期の利用実績から、第９期はサービス量の増加を見込みました。 

【実績と見込】 

  

第８期実績 第９期計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用者数 人 １７０ １９６ ２１６ ２２０ ２４０ ２６０ 

 

イ 家事応援サービス（訪問型サービスＡ） 

 【利用実績】 

家事応援サービス（訪問型サービスＡ）の利用実績は、令和３年度から令和５年度にか

けて約１.１倍増加しました。 

 【推計の考え方】 

第８期の利用実績から、第９期はサービス量の増加を見込みました。 

【実績と見込】 

  

第８期実績 第９期計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用者数 人 ３８５ ３９１ ４００ ４１０ ４１５ ４２０ 
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②第１号通所事業（通所型サービス） 

ア 介護予防通所介護相当サービス 

 【利用実績】 

介護予防通所介護相当サービスの利用実績は、令和３年度から令和５年度にかけては

ほぼ横ばい状態で推移しました。 

 【推計の考え方】 

第８期の利用実績から、第９期は若干のサービス量の増加を見込みました。 

【実績と見込】 

  

第８期実績 第９期計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用者数 人 １,５７３ １,４４６ １,５５０ １,６００ １,６５０ １,７００ 

 

イ いきいき通所サービス（通所型サービスＡ） 

 【利用実績】 

いきいき通所サービス（通所型サービスＡ）の利用実績は、令和３年度から令和５年度

にかけてほぼ横ばい状態で推移しました。 

 【推計の考え方】 

第８期の利用実績から、同程度の利用を見込みました。 

【実績と見込】 

  

第８期実績 第９期計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用者数 人 ２３７ ２２７ ２４０ ２５０ ２５０ ２５０ 

 

  



第６章 高齢者福祉計画 

 

 

66 

 

ウ 元気づくり教室（通所型サービスＣ） 

 【利用実績】 

元気づくり教室（通所型サービスＣ）の利用実績は、令和３年度から令和５年度の利用

者は無しでした。 

 【推計の考え方】 

第８期の利用実績から、同程度の利用を見込みました。 

 【実績と見込】 

  

第８期実績 第９期計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用者数 人 ０ ０ ０ １ １ １ 

 

 

③介護予防ケアマネジメント 

 【利用実績】 

介護予防ケアマネジメントの利用実績は、令和３年度から令和５年度にかけてほぼ横

ばい状態で推移しました。 

 【推計の考え方】 

第８期の利用実績から、第９期は若干のサービス量の増加を見込みました。 

 【実績と見込】 

  

第８期実績 第９期計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用者数 人 １,９５０ １,７００ １,７６０ １,８１０ １,８６０ １,９１０ 
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（２）一般介護予防事業 

本市の独自財源で行う事業や地域の互助、民間サービスとの役割分担を踏まえ、住民

運営の通いの場や、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大して

いくような地域づくりを進めていきます。 

また、介護予防の取組の機能強化に向け、地域におけるリハビリテーション専門職等の

幅広い分野の専門職の関与の促進に努めていきます。 

 

①介護予防把握事業 

地域の関係機関や民生委員等との連携のもと、要介護状態等となるおそれの高い

状態にある高齢者を早期に発見し、適切な介護予防事業につなぎます。 

今後は特定健診等を実施している保健部門との連携を強化し、国保データベース等

を活用した地域の状況把握に努めます。 

 

②介護予防普及啓発事業 

普及啓発のための、各種介護予防教室・パンフレット作成を行います。 

現在、コロナ禍の外出自粛の影響で虚弱（フレイル）状態な高齢者が増えておりま

す。そのため、フレイル予防に焦点を当てた介護予防教室の定期的な開催に努めてい

きます。 

 

ア 介護予防教室（転ばん、脳からだ元気、シルバーリハビリ体操など） 

６５歳以上の方を対象に、心身機能の維持向上を目的に介護予防教室を実施すると

ともに、理学療法士・管理栄養士・歯科衛生士等、専門職による運動・栄養・口腔機能

の向上プログラムを実施し、要介護状態とならないように支援しています。 

 【実績と見込】 

  

第８期実績 第９期計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

回数 回 １５９ ２７０ ２８０ ２９０ ３００ ３１０ 

延参加人数 人 １,８４３ ３,３１３ ３,８００ ４,０００ ４,２００ ４,４００ 

実人数 人 １８２ ４４７ ４５０ ４６０ ４７０ ４８０ 
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③地域介護予防活動支援事業 

介護支援ボランティア等の奨励及び支援、地域において介護予防活動をするボラン

ティア組織、団体の育成支援を行います。 

 

ア シルバーリハビリ体操指導士会 

高齢者が健康ではつらつとした生活を維持できるよう、地域の介護力を高めること

をねらいとした、シルバーリハビリ体操を普及させるシルバーリハビリ体操指導士会

の活動を支援していきます。 

また、その実践者であり、指導者である指導士を養成し、介護予防の普及に努めて

いきます。 

 【実績と見込】 

  

第８期実績 第９期計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

指導士数 人 ８８ ８４ ８９ ９５ １００ １０５ 

 

イ 介護支援ボランティア制度 

高齢者がボランティア活動を通し地域に貢献することを支援し、高齢者自身の社会

活動を通した介護予防の推進を図るために、ボランティア養成を実施しています。 

市内に在住する６５歳以上（介護保険第１号被保険者）の方に、市が行う研修を受

け、介護支援ボランティアとして、老人ホームやデイサービスセンターなどで、食事の

配膳の準備、洗濯物の整理、入所者の話し相手などを行っていただきます。 

ボランティア活動時間に応じてポイントが付与され、貯まったポイントは交付金に交

換することができます。※１ポイント１００円で換算、年間５,０００円が上限。 

今後は、介護人材確保のためのボランティアポイントの活用や地域の支え合い・助け

合い活動のための事務手続き支援事業等の活用により、ボランティア活動及び就労的

活動による高齢者の社会参加を促進します。 

 【実績と見込】 

  

第８期実績 第９期計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

ボランティア
養成数 人 ０ ５ ５ ５ ５ ５ 

総数 人 ７６ ８１ ８６ ９１ ９６ １０１ 
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④地域リハビリテーション活動支援事業 

地域住民が実施する介護予防活動の場所への専門職の関与促進を行います。 

 【実績と見込】 

  

第８期実績 第９期計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

派遣回数 回 ０ ４ ４ ５ ６ ７ 

 

⑤一般介護予防事業評価事業 

目標値の達成状況の検証と事業評価（介護予防・日常生活圏域ニーズ調査）を行い

ます。 
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２ 包括的支援事業  

高齢者の方が、地域で尊厳を持って、自立した日常生活が送ることができるよう、総合

相談支援事業、権利擁護事業、包括的・継続的ケアマネジメント支援、介護予防ケアマネジ

メント事業などの各事業について、一体的、総合的に取り組んでいます。 

地域包括ケアシステムの構築に向け、その中核的な機関である地域包括支援センターを

適切に運営し、多様な機関との連携協働によるネットワーク体制の充実を図っています。 

また、在宅医療・介護連携の推進、認知症施策の推進、生活支援サービスの体制整備な

ど、地域包括ケア体制充実に取り組んでいます。 

 

（１）地域包括支援センターの運営及び機能強化 

地域包括支援センターは、地域における医療・介護・保健・福祉などのワンストップの相

談窓口であり、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーの３職種の職員が各自の専門性

を活かしながら連携して総合的な支援を行っています。 

住民からの相談対応、ケアマネジャーへの支援、介護予防ケアプランの作成など、地域

住民の心身の健康保持及び生活安定のために必要な支援を行っています。 

後期高齢者の増加や８０５０問題、介護と育児のダブルケア等世帯の中に複数の課題・

支援対応を必要とする相談が増加しており、高齢者が地域で自立した生活を支える拠点

として地域包括支援センターの役割は年々増大しています。 

今後も、相談の増加が予想されるため、地域包括支援センターの周知に努め、情報提

供・相談対応を図るとともに、積極的に地域へ出向き、生活支援へ結びつけていく活動を

行っていきます。また、「茨城型地域包括ケアシステム（障がい等すべての要配慮者に対す

るファミリーケアの視点で包括的に支援体制を構築する）」をより意識し、高齢者支援の中

で見えてきた家族の課題等については、必要に応じ関係機関へつなぐなど、多職種他機

関と連携し重層的な相談体制の充実を図り地域共生社会の実現を目指します。 

さらに地域の高齢者の生活全般を通して、切れ目なく包括的にサービスが行き届くよ

う、地域のネットワークの充実を図るとともに、多様な事業主体による日常生活上の支援

体制の充実と高齢者の社会参加の促進を図ります。 

医療・介護・保健・福祉など関係機関や様々な社会資源との連携・協力体制の充実に努

めるとともに、保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャーの３職種以外の事務職等の配置

も含め、必要な体制を検討し、その確保に取り組みます。 
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①総合相談支援事業 

住民の各種相談を幅広く受け付け、制度の垣根にとらわれない横断的・多面的な支

援を行っています。 

相談内容に応じて、行政機関、保健所、医療機関、介護サービス事業所、民生・児童

委員、介護相談員、各種ボランティア等の必要な社会支援サービスや制度が利用でき

るよう援助しています。 

また、広報紙やチラシ等を利用した周知啓発に努めています。 

 【実績と見込】 

  

第８期実績 第９期計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

総合相談数 件 １,０６６ １,２８１ １,３５０ １,４００ １,４５０ １,５００ 

 

②権利擁護事業 

高齢者に対する虐待の防止や早期発見、その他の権利擁護のための事業を行って

います。 

 【実績と見込】 

  

第８期実績 第９期計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

権利擁護相談数 件 ５３ ５６ ６０ ６０ ６０ ６０ 

 

③包括的・継続的ケアマネジメント支援 

高齢者の一人ひとりの状態の変化に対応した長期ケアマネジメントを後方支援する

ため、次の業務にあたっています。 

・ケアマネジャーの日常的個別指導 

・支援困難事例等への指導・助言 

・地域のケアマネジャーのネットワークづくり 

・長期継続ケア 

 【実績と見込】 

  

第８期実績 第９期計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

包括的・ケア 

マネジメント数 
件 ２０ ２９ ３５ ４５ ４５ ４５ 
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④地域ケア会議の充実 

個別事例検討や地域課題の検討を通し、課題の共有と必要な事業の施策化を図り

ます。また、地域ケア会議が有する５つの機能（①個別課題の解決、②地域包括支援ネ

ットワークの構築、③地域課題の発見、④地域づくり・資源開発、⑤政策形成）につい

て、多職種と連携し、自立支援・重度化防止に資する観点から個別事例の検討を進め

ると共に地域課題の解決を検討する場まで、政策形成に結び付けていくことを目的に

一体的に取り組みを進めます。 

 ア 自立支援型地域ケア個別会議の実施 

地域包括支援センター職員や介護支援専門員が支援している個別ケースを、多職種

協働で検討します。医療・介護等の専門職の助言をケアプランに反映させるとともに、

介護支援に関わる方の資質向上やケアマネジメント支援、地域課題の確認を行い、介

護や生活支援のほか、心身の状態の改善や重度化防止を図ります。 

また、それらを通じて地域の関係機関等相互の連携を高め、地域包括支援ネットワ

ークの構築を図ります。 

【実績と見込】 

  

第８期実績 第９期計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

地域ケア会議 

開催回数 
回 ０ １ １ ８ ８ ８ 

  

イ 地域ケア個別会議の実施 

解決すべき課題や多問題を抱えた困難事例のケースについて、各専門職、団体や関係機

関との連携を図り、個別支援及び地域課題を意識しながら、課題解決に向けた個別会議を

実施します。 

 【実績と見込】 

  

第８期実績 第９期計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

地域ケア推進会

議開催回数 
回 ０ ０ １ ４ ４ ４ 
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⑤介護予防ケアマネジメント事業 

予防給付と介護予防ケアマネジメントを一体的に実施し、要介護状態となることの

予防及び悪化を防ぎます。 

また、センター業務の適正運営を図るため、介護予防・日常生活支援総合事業の利

用支援（ケアマネジメント）業務の委託を今後も進めていきます。 

 【実績と見込】 

  

第８期実績 第９期計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

介護予防ケアマ

ネジメント数 
件 １,９５０ １,７００ １,７６０ １,８１０ １,８６０ １,９１０ 

 

（２）在宅医療・介護連携推進事業 

慢性疾患を抱える高齢者や認知症高齢者の多くは、医療ニーズ及び介護ニーズを併せ

持っており、在宅医療・介護が円滑に提供できる体制の構築は喫緊の課題です。 

在宅医療・介護連携推進事業では住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期ま

で続けることができる地域づくりを目標として、医療と介護サービスを一体的に提供する

ための体制構築などを、近隣市町村、稲敷医師会と共同で取り組んでいます。 

本事業は平成２７年から地域支援事業として位置付けられ、８つの事業を実施し、地域

課題の把握や医療と介護の連携のための基盤整備を行ってきました。 

第８期計画においては、医療介護連携を進めるための地域課題の抽出及び対応策の検

討の結果、関係者同士の顔の見える関係づくりを進めるとともに、地域住民に対する相談

体制の整備、在宅医療介護に関する普及啓発、在宅療養に必要な医療体制の整備に取組

んできました。 

令和２年にこれまでの８事業を踏まえつつPDCAサイクルに沿った取組を進めるために

事業の見直しがされ、今後は新たな事業の進め方に沿って事業を推進しています。 

第９期計画においては、引き続き在宅療養者の生活の場において、医療と介護の連携

が求められる４つの場面（①日常の療養支援、②入退院支援、③急変時の対応、④看取り）

に沿った取組を進めていきます。 

在宅医療と介護の一体的な提供体制の構築に向け、地域の医療や介護の多職種間にお

いて、さらに連携を深めるとともに、地域包括ケアシステムの強化を図ります。 

また、多職種連携のための意見交換会や研修会を開催し、顔の見える関係性の構築、ス

キルアップを図るとともに、適切な医療と介護の支援を受けることで、在宅で療養生活を

継続できること、自分が望む人生の最終段階における医療・ケアについて前もって家族等

と共有する取り組み（ACP）について、普及啓発を行います。 
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①現状分析・課題抽出・施策立案 

ア 地域の医療・介護の資源の把握 

市内の医療機関及び介護事業所へ各事業所の概要を取りまとめた一覧を配布し、

各機関が地域資源を把握しています。 

情報更新の頻度や利便性なども考慮した情報公開等の情報提供の方法についても

検討を進めていきます。 

 

イ 在宅医療・介護連携の課題の抽出 

医療・介護関係者による多職種の会議を実施し、医療と介護連携を推進するための

課題の抽出や対策の検討、関係者同士の情報共有やネットワークづくりを推進してい

ます。 

地域の医療・介護関係者による協議の場を定期的に開催し、PDCA サイクルに沿っ

て、在宅医療・介護連携における課題の抽出及び対応策の検討を行っていきます。 

また、看取りや認知症、災害等への対応についても検討を進めていきます。 

 

ウ 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進 

稲敷医師会・介護関係者の協力のもと、在宅医療と在宅介護が切れ目なく一体的に

提供される体制の構築について必要な取組を企画・立案します。 

 

②対応策の実施 

ア 在宅医療・介護関係者に関する相談支援 

地域包括支援センターに地域の在宅医療・介護連携を支援する相談窓口の設置、運

営を行い、地域の医療・介護関係者等からの在宅医療・介護連携に関する事項の相談

の受付を行います。 

また、必要に応じて、退院の際の地域の医療関係者と介護関係者相互の紹介を行い

ます。 

 

イ 地域住民への普及啓発 

在宅医療や介護に関する講演会の開催、人生会議（ACP）、エンディングノートの活

用、パンフレット等の作成・配布等により、地域住民の在宅医療・介護連携の理解を促

進します。 
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ウ 医療・介護関係者の情報共有の支援 

情報共有の手順を含めた情報共有ツールを整備するなど、地域の医療・介護関係者

間の情報共有を支援します。 

  

エ 医療・介護関係者の研修 

地域の医療・介護関係者の連携を実現するために、多職種でのグループワーク等の

研修を行います。また、必要に応じて、地域の医療関係者に介護に関する研修会の開

催、介護関係者に医療に関する研修会の開催等を行います。 

 

③対応策の評価・改善 

茨城県（保健所等）による、在宅医療・介護連携推進のための技術的な支援や関係市町

村等の連携、地域医療構想・医療計画との整合などの必要な支援を受け、連携して事業に

取り組みます。また、稲敷医師会管内の市町村間の連携をとり、意見交換を行います。 
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（３）認知症施策の推進 

誰もが認知症になりうることから、認知症の人やその家族が地域のよりよい環境の中

で自分らしく暮らし続けるためには、地域の住民や事業者等が認知症について十分に理

解し、認知症の人を支える気持ちを持つことが重要です。認知症の人の数は年々増加傾

向にあるため、一人でも多くの市民が認知症の症状や認知症の人への対応方法を理解す

ることが必要です。 

本市では、認知症についての基礎知識やサービス、相談先等を網羅した認知症ケアパス

（稲敷市認知症ケアパス～知って あんしん 認知症ガイドブック）を作成しています。ま

た、認知症サポーター養成講座を実施しており、既に多くの市民が「認知症サポーター」と

して、地域で日常的な見守り活動に携わっています。 

令和５年６月１４日に認知症に関する法律「共生社会の実現を推進するための認知症基

本法」（P6 参照）が成立し、認知症施策推進に関する基本理念と、国・地方公共団体・国民

の責務が明確に示されました。認知症施策推進大綱の中間評価を踏まえるとともに、認知

症施策推進に関する基本理念に基づき、今後も地域包括支援センターや医療機関、事業

者等が連携を一層強め、認知症への理解を深めるための啓発、地域の見守り活動等（地域

づくり）に取り組む必要があります。 

認知症の人をはじめ、社会から孤立しがちで支援を要する人を早期に発見して、適切な

対応につなげることを目的として、見守りネットワークを地域住民・公共機関・民間事業者

等の協力によって構築しています。今後もこれらの取組を推進して、市民の認知症に対す

る理解促進と見守り体制の充実を図ります。 
 

 

①啓発普及・本人発信支援 

ア 認知症サポーターの養成及び活動支援 

認知症を正しく理解し、認知症の人とその家族を見守り、支援するサポーターを養

成しています。 

認知症になっても、安心して暮らせるまちづくりのため、地域の見守り活動を行う住

民や高齢者と日常的に接する機会の多い職域や子ども・学生などに対して、養成に努

めます。 

認知症サポーター養成講座を受講した方が、さらに認知症について理解を深めるた

め接し方や知識を学べる「ステップアップ講座」を開催し、地域で活躍するサポーターを

育成していきます。 

 【実績と見込】 

  〇認知症サポーター 

  

第８期実績 第９期計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

養成者数 人 ２２８ １９９ ３２４ ２００ ２００ ２００ 

総 数 人 ５１７７ ５３７６ ５７００ ５９００ ６１００ ６３００ 
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〇認知症サポーターステップアップ講座修了者 

  

第８期実績 第９期計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

養成者数 人 ０ ６ ５ ５ ５ ５ 

総 数 人 ９ １５ ２０ ２５ ３０ ３５ 

 

イ 認知症の人にやさしい地域づくり 

認知症の人と地域で関わることが多い小売業・金融機関・公共交通機関等で働く人

たちが、認知症の理解を深め、適切な対応をとることができる環境づくりを推進しま

す。 

 

 

②予防 

ア 認知症予防活動の推進 

認知症の予防には、生活習慣の見直しが有効であるため、認知症予防のための教室

等の開催により、早期の対応ができるように努めます。 

また、閉じこもりが認知症の要因となることから、介護予防事業の活用により、認知

症の重症化の防止に取り組みます。 

 

 

③医療・ケア・介護サービス・介護者への支援 

ア 認知症地域支援推進員の配置 

地域の実情に応じて医療機関、介護サービス事業所や地域の支援機関をつなぐ連

携支援や、認知症の人やその家族を支援する相談業務を行う「認知症地域支援推進

員」を配置しています。今後も、推進員の配置と活動支援を通じて、認知症の人や家族

の支援する体制の充実を図ります。 

 【実績と見込】 

  

第８期実績 第９期計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

推進員数 人 ７ ７ ７ ８ ８ ８ 
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イ 認知症カフェの実施 

認知症の方やその家族、地域住民、専門職などが集い、交流や情報交換ができる通

いの場である認知症カフェの開催や運営を支援していきます。 

また、ステップアップ講座を修了したサポーターが認知症カフェで活躍できるよう

環境を整備していきます。 

 【実績と見込】 

  

第８期実績 第９期計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

開設数 か所 ４ ４ ４ ５ ５ ５ 

 

ウ 認知症初期集中支援チーム 

認知症の早期発見・早期対応に向けた取組として、認知症が疑われる人、認知症の

人とその家族をチーム員が訪問し、適切な医療や介護サービスの導入、家族支援など

の初期支援を包括的、集中的に行い、自立生活のサポート体制を平成２９年度から行

っています。今後も必要な人に支援が出来るようにするため、普及啓発に努めます。 
 

エ 相談窓口の周知（認知症ケアパスの活用） 

令和４年度に、認知症の症状や対応、認知症の状態に応じたサービス提供の流れ

や、社会資源の情報を取りまとめた「稲敷市認知症ケアパス～知って あんしん 認知

症ガイドブック」を更新し、配布しています。 

今後、当事者や家族の意見なども確認しながら、市民にとって分かりやすく活用し

やすいガイドブックとして適宜、情報の更新及び見直しを行い、ホームページや広報紙

等で、市民への認知症に関する情報提供及び相談窓口の周知に努めます。 
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④認知症バリアフリーの推進・若年性認知症の人への支援・社会参加支援 

ア 認知症バリアフリーの推進 

認知症になっても、できる限り住み慣れた地域で暮らせるよう、地域での見守り、各

機関で気になったことをつなぐ体制、地域づくりを徹底し、認知症高齢者及びその家

族に対する支援を行います。 

また、認知症になっても、地域の一員としての役割をもった人格を尊重し、安心して

地域で暮らし続けていくための地域づくりを進めていきます。 

 

イ チームオレンジの設置 

認知症の人やその家族が必要とする支援ニーズと認知症サポーターをつなげる仕

組み（チームオレンジ）の設置に向けた取組を推進するため、準備を行っていきます。 

認知症サポーターのスキルアップを図りながら、認知症の人とサポーターとの間の

コーディネーターの役割を担う認知症地域支援推進員を中心に、認知症サポーターが

地域の担い手として活躍できる仕組みづくりを行います。 

「チームオレンジ」：ステップアップ講座を受講した認知症サポーター等が支援チームをつくり、認知症の人や家族の支援

ニーズに合った具体的な支援につなげる仕組みで令和７年までに全市町村に設置することになって

います。 

【実績と見込】 

  

第８期実績 第９期計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

設置数 か所 ０ ０ ０ ０ １ １ 

 

ウ 社会参加の機会の確保 

今後、認知症になっても支えられる側だけでなく、支える側として役割と生きがい

を持って生活ができる環境づくりとして、認知症の方や若年性認知症の人のための認

知症カフェの開催や、社会参加活動支援について検討します。 
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（４）生活支援体制整備 

地域住民をはじめボランティア、民間企業、地縁組織等の多様な主体が、生活支援・介

護予防サービスを提供できるような地域づくりを支援し、高齢者の社会参加の促進を一

体的に図っていくことを目的とし、事業推進のために、協議体と生活支援コーディネータ

ー（地域ささえあい推進員）を配置し住民主体による地域性を活かした地域づくりを進め

ています。 

今後は、社会福祉法人等、地域の事業主体との連携強化を進めつつ、身近な地域での

支え合い活動の創出・活性化を目指し、日常生活圏域での生活支援体制整備を進めてい

きます。 
 

①地域ささえあい協議会の設置 

地域の多様な主体がメンバーとなり、定期的な情報の共有及び連携・協働による取

組を推進しています。 

今後は、第１層協議体の運営と第２層協議体の設置を目指します。 

 
※第１層とは…市内全域  第２層とは…日常生活圏域（概ね中学校区） 

 【実績と見込】 

  

第８期実績 第９期計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

協議体設置数 か所 ２ ３ ４ ５ ５ ５ 

 

②生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）の配置と活動支援 

多様な主体による取組のコーディネート機能と活動を調整する、第１層生活支援コー

ディネーターを配置し、資源開発・ネットワーク構築・ニーズと取組をマッチングすると

ともに、活動の支援を行っています。 

今後は、全圏域に第２層のコーディネーターの配置を目指します。 

また、高齢者の社会参加等を促進する観点から就労的活動支援コーディネーターの

配置についても検討を進めていきます。 

 【実績と見込】 

  

第８期実績 第９期計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

生活支援コーデ

ィネーター数 
人 ３ ３ ４ ５ ５ ５ 
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③担い手の養成 

介護及びボランティア等に関する基本的な知識及び技術を身に付けることで、助け

合い支え合う地域社会づくりを進めるボランティア又は地域で活動する介護従事者を

養成するとともに、家族の介護力の向上を図ることを目的とした研修を行っていま

す。研修修了者は、予防・日常生活支援総合事業を担う地域介護ヘルパーとして、訪問

型サービスＡでの生活支援サービスに従事することも可能です。 

【実績と見込】 

  

第８期実績 第９期計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

養成者数 人 ０ １０ １６ ２０ ２０ ２０ 

総数 人 ２３ ３３ ４９ ６９ ８９ １０９ 
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（５）地域共生社会に向けた取組 

近年、少子高齢化の進行や晩婚化、出産年齢の上昇、障がい者の高齢化等に伴い、いわ

ゆる「８０５０問題（８０歳代の高齢者が５０歳代の引きこもりの子どもの生活を支える問

題）」や「ダブルケア（同じ世帯で、中学生以下の子育てと親や親族の介護が同時期に発生

する状態）」に代表されるような複数の問題を同時に抱える世帯が増加する等、福祉に関

するニーズは複雑化かつ多様化しています。 

このような問題にも対応するため、介護・障がい・子育てなどの各分野を包括的に支援

する体制を整備していく等、地域共生社会の実現に向けた取組を推進していく必要があ

ります。 
 

①地域共生社会の実現に向けた体制整備 

地域共生社会の実現を図るため、地域包括支援体制の構築を目指し、検討していき

ます。 
 

②総合相談窓口の充実 

総合相談支援事業は、地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生

活を継続していくことを目的としています。そのためには、介護保険サービスだけで

なく、地域のさまざまな社会資源を活用した支援が必要になります。関係機関のネッ

トワークを活かしながら、初期段階の相談対応から、継続的・専門的な援助まで対応す

る総合的な相談・支援を通じて、制度の垣根を越えた横断的・多面的な援助を行いま

す。 
 

③認知症や障がいに対する理解促進 

認知症ケアパスの発行や各種パンフレット等を作成し理解促進に努めています。今

後も継続して福祉教育の充実等、認知症や障がいに対する理解の促進に努めます。 
 

④共生型サービスの検討 

地域共生社会の実現に向けた取組として、高齢者と障がい者（児）が同一の事業所

でサービスを受けやすくなるよう共生型サービスを検討します。 
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３ 任意事業  

本市の地域特性と高齢者の実情を勘案し、介護給付費等費用適正化事業、成年後見制度利

用支援助成事業、認知症サポーター養成事業を実施しています。 

 

（１）介護給付費等費用適正化事業 

サービス利用者数が増加するなど制度が定着しつつある一方で、提供されるサービス

についてその必要性や効果に疑問を持たざるを得ないもの、また、事業者による不正請

求や制度の趣旨からみて不適正ないし不正な事例が散見しています。このような状況の

中で、サービスの質の向上や費用の適正化及び介護サービス利用者の保護を図るため実

施します。 

 

（２）成年後見制度利用支援助成事業 

成年後見審判の申立に関すること、申立に要する費用の負担、成年後見人、保佐人又は

補助人の報酬に対する助成等により、要支援者の福祉の増進を図っています。 

※成年後見制度利用促進基本計画は100ページに記載しています。 

 

（３）認知症サポーター養成事業 

地域の認知症支援体制を構築し、地域の実情に応じて、認知症について正しい知識を

もち、認知症の人と家族を応援・支援する認知症サポーターを養成し、認知症になっても

誰もが安心して暮らせるまちづくりを目指します。 
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基本目標２ 健康づくりの推進 

基本目標２ 健康づくりの推進 

高齢になっても健康で、自立した暮らしを続けるためには、一人ひとりが若年期から

日々の生活の中で自らの健康に関心を持ち、より健全な生活習慣を身につけ、生活習慣病

の予防・改善に努めることが大切です。 

自分の健康は自分で守るという意識と一人ひとりの取組を基本とし、若年期から高齢期

までの生活に合わせた健康づくりや健康管理の取組を支援します。 

また、高齢者が要介護状態になることの抑制、要介護状態の軽減・重度化防止のために

介護予防事業を推進します。生活機能向上のためのリハビリテーションのみならず、日常生

活をより活動的にし、家庭や地域社会への参画を促し、役割を担うことにより高齢者一人

ひとりの生活の質の向上を目指します。 

さらに、高齢者の心身の多様な課題に対し、KDB システム※１等を活用したデータ等から、

地域の健康課題の分析を進めるとともに、具体的な健康課題を抱える高齢者や健康状態

不明な高齢者を特定し、医療専門職が連携し、アウトリーチ支援（訪問）を行いながら、必要

に応じて医療・介護サービスにつなげています。 

今後も高齢者の心身の特性に応じた保健事業を実施し、健康づくりやフレイル予防の普

及啓発、介護予防の一層の推進を図ることが必要です。 

市民が自身の健康管理について関心を持ち、自ら健康づくりに取り組むことが重要です。

「稲敷市健康増進計画・食育推進計画」、「稲敷市特定健康診査等実施計画」及び「稲敷市保

健事業実施計画（データヘルス計画）」等の関連計画との整合性を図り、ライフステージに

応じた健康づくりの推進を図るとともに、生活習慣病予防については受診勧奨や受診率の

向上、重症化予防への取り組みを積極的に実施します。さらに介護・医療・健診情報等を共

有しながら、健康づくりに関する保健事業と介護予防の一体的な実施を図ります。 

 

※１ KDB（国保データベース）システム：国保保険者や後期高齢者医療広域連合における保健事業の計画の作成や実施を支援する

ため、国保連合会が「健診・保健指導」、「医療」、「介護」の各種データを利活用して①統計情報、②個人の健康に関するデータ

を作成するシステムのことです。 
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１ 成人保健サービス  

高齢者の健康増進を図るため、生涯を通じた生活習慣病予防対策として、保健事業及び各

種検診事業を実施します。 

 

（１）健康相談 

疾病予防、重症化予防のために、生活、運動、栄養等の健康相談事業を実施していま

す。健康相談は、保健師、栄養士などが心身の健康に関する必要な指導・助言を行うサー

ビスです。健康診査の事後指導などを中心に実施しています。 

 

（２）健康教育 

疾病に対する知識の普及を行い、健康な生活の確保を図る目的で、健康診査終了後、そ

の検査結果をもとに生活習慣病の予防、または重度化予防のための健康教室を実施して

います。 

 

（３）健康診査 

健康診査は疾病の早期発見及び事後管理を目的としており、「稲敷市特定健康診査等

実施計画」に基づく特定健康診査のほか、高齢者健康診査を実施しています。 

 

（４）がん検診 

各種がん検診（胃、大腸、肺、子宮、乳、前立腺）、肝炎ウィルス検診、骨粗しょう症検診、

腹部超音波検診等を実施しています。 
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２ 保健事業と介護予防・フレイル対策の一体的推進  

本市では、高齢者の運動機能の低下や転倒へのリスク、閉じこもり傾向等が課題となって

います。生涯を通じた健康づくりや介護予防での対策が必要です。また、自らを健康だと感じ

る主観的健康観を高めることが、要介護状態の予防につながるといわれます。 

高齢者の健康づくり施策について、保健事業と介護予防事業の一体的な取組を推進し、健

康づくりのための重症化予防等の個別的支援や、主観的健康観を高めるための生きがいづ

くりや通いの場の拡充を図ります。 

 

（１）保健分野関連計画との連携 

「稲敷市第２次健康プラン」、「稲敷市特定健康診査等実施計画」及び「稲敷市国民健康

保険データヘルス計画」など保健分野関連計画との連携・整合を図ります。 

 

（２）個々に合わせた健康づくり及び介護予防 

高齢者が自立して日常生活を営むことができるよう、介護予防や介護状態等の軽減・悪

化防止の重要性について、今後も継続して普及・啓発に取り組みます。 

 

（３）通いの場の拡充・フレイル予防の普及啓発 

介護予防教室等を通じ、地域で自主的に活動する介護予防グループの拡大を図りま

す。また、通いの場で、フレイルのリスクが高い高齢者を、適切に医療や介護サービスにつ

なげる体制づくりに取り組みます。通いの場でのフレイル予防の普及啓発により、自主的

な健康づくりを支援します。 
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基本目標３ 生きがいづくりや社会参加の促進 

基本目標３ 生きがいづくりや社会参加の促進 

高齢期の生活の質を高めるためには、社会とのかかわりを持ちながら、生きがいのある

生活を維持することが必要です。また、高齢者自らが、これまで培ってきた知識、経験、技

能を生かして、身近な地域の中で世代を超えて一緒に活動したり交流したりすることは、

高齢者自身の健康づくりには欠かせない要素です。 

そして、このことは同時に地域のケア体制、地域のコミュニティ形成の大きな力となるこ

とが期待されます。そのため、交流や学習の機会を整えつつ、生涯現役として活躍できる

よう、高齢者の生きがいづくりを積極的に支援していきます。 

 

１ 生きがい事業  

 

（１）敬老事業 

８８歳を迎えられる方などの長寿を祝福するとともに、多年にわたり社会に貢献してこ

られた高齢者に対して記念品などを贈り、高齢者を敬愛する意識の啓発を図ります。 

 

（２）老人クラブ助成事業 

老人クラブは、高齢者の福祉に関する諸事業などの計画推進、連絡調整を行い、明るい

社会建設に協力することを目的としています。こうした老人クラブや老人クラブ連合会の

活動を支援していきます。 

 【実績と見込】 

  

第８期実績 第９期計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

老人クラブ数 団体 ４３ ４１ ４３ ４５ ４７ ４９ 

会員数 人 １,３６７ １,２１２ １,２０７ １,２５０ １,３００ １,３５０ 
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（３）高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 

高齢者が家庭・地域・企業などの社会の各分野で、豊かな経験と知識・技能を生かし社

会参加していただくことにより、高齢者の生きがいを促進し、閉じこもりがちなひとり暮

らし高齢者の社会的孤立感を解消することを目的に行っています。 

主な内容は、市老人クラブ連合会等に委託し、輪投げ、グラウンドゴルフ大会、老人福祉

大会等を開催しています。 

 【実績と見込】 

  

第８期実績 第９期計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

各種スポーツ大

会等参加者数 
人 ６７７ ２,６３０ ２,７００ ２,８００ ２,９００ ３,０００ 
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２ 生涯学習  

 

（１）いなしき大学（高齢者大学） 

生涯学習講座として、６０歳以上の応募者を対象とした、健康で心豊かな生活を送るた

めに講話、移動学習、健康体操等を実施します。 

 【実績と見込】 

  

第８期実績 第９期計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

受講者数 人 ２２７ ２３３ ２５１ ２５０ ２５０ ２５０ 

 

（２）文化協会 

健康で文化的な社会と、生きがいのある生活を維持・発展させる為、芸術・学術をはじ

め文化の普及・向上に関する個々の文化活動に取り組んでいます。また、市内文化団体相

互の連絡協調を図りながら稲敷市の文化行政の推進に協力し、稲敷市文化の充実と発展

に寄与することを目的に活動している団体です。 

市内の文化活動を行う各種団体、４支部１２部門により組織されています。現在、１３２

団体、約１,６００人が加入しています。（令和５年５月現在） 

こうした団体の活動を支援していきます。 

 

（３）公民館講座 

各公民館では、地域の実情や課題、ニーズに応じて、地域に住む人々がいつでも気軽に

学ぶことができるよう様々な講座等を開催し、多くの高齢者が参加しています。 

 【実績と見込】 

  

第８期実績 第９期計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

受講者数 人 ３２０ ５１４ ４１１ ５００ ５１０ ５２０ 

開設講座 講座 ２７ ２９ ２７ ３０ ３０ ３０ 

 

（４）スポーツ協会 

●ゲートボール連合会 

 行政区内の練習会や交流試合、普及活動等を行っています。 

 

●グラウンドゴルフ部 

 週２日の練習（火、木）及び年４回（４､６､１０､１２月）の各種大会に積極的に参加すると

ともに、周辺地域との交流会や普及活動等を行っています。 
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３ 就業促進  

 

（１）シルバー人材センター事業 

本市には、社団法人シルバー人材センターがあり、おおむね６０歳以上の健康で働く意

欲のある方が会員となり、地域社会に密着した臨時的かつ短期的な仕事を企業・家庭・公

的団体などから引き受ける自主的な組織として活動しています。 

 【実績と見込】 

  

第８期実績 第９期計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

会員登録者数 人 ２０２ ２０４ ２００ ２０７ ２１４ ２２１ 
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基本目標４ 必要なときに高齢者を支えるサービスの提供 

基本目標４ 必要なときに高齢者を支えるサービスの提供 

近年の地域社会では、個人や世帯が複数の分野の課題を同時に抱え、さまざまな分野の

課題が絡み合って複雑化し、複合的な支援を必要としている状況も見られます。このよう

な状況は、既存の制度やサービスでの対応を難しくしています。 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査によると、高齢者の日々の暮らしにおけるさまざま

な生活支援のニーズとして、日常生活における交通手段の充実、配食サービスの充実、ご

み出しや買い物支援など介護保険以外のサービスへのニーズが挙げられています。 

ひとり暮らしなど日常生活で何らかの支援を必要とする方が、日々の生活を円滑に行い、

かつ、住み慣れた地域で安心して暮らし続けていくためには、医療や介護だけではなく、多

様な福祉サービスの充実が求められます。今後も多様な生活支援事業を継続して実施し、

事業についての啓発に努めます。 

 

１ 生活支援  

 

（１）高齢者等配食サービス事業 

６５歳以上のひとり暮らし高齢者及び高齢者のみの世帯などで、身の回りの世話ができ

ない方に、栄養補給と健康保持を図るため、栄養バランスの取れた食事を提供していま

す。併せて、孤独感の解消、安否確認を行っています。 

【実績と見込】 

  

第８期実績 第９期計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用者数 人 ４８ ５０ ５０ ５５ ６０ ６５ 

配食数 食 １,５０３ １,５７３ １,６００ １,６５０ １,７００ １,７５０ 

   ※利用者数・配食数は、月平均 
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（２）緊急通報体制整備事業 

急病や事故などの緊急時に通報できる機器の設置とペンダント型送信装置を配付し

て、協力員や消防本部に通報し、速やかな救命救助を行います。 

【実績と見込】  

  

第８期実績 第９期計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

新規利用者数 人 ４ １０ ５ １０ １０ １０ 

延べ利用者数 人 １１７ １０９ １１５ １２０ １２５ １３０ 

 

（３）愛の定期便事業 

２週間に１回（月２回）乳酸菌飲料を配布し、ひとり暮らし高齢者等の安否確認を行いま

す。 

【実績と見込】 

  

第８期実績 第９期計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用者数 人 ５０８ ５３７ ５６８ ５８０ ５９０ ６００ 

配布延べ本数 本 ８４,０１４ ８８,８４４ ８９,９００ ９１,０００ ９２,０００ ９３,０００ 

   ※利用者数は、月平均 

 

（４）ふれあい給食サービス事業 

ふれあい給食サービス事業は、月１回、ボランティア等の協力で、お弁当をひとり暮らし

高齢者の方に提供し、安否確認を行う事業です。なお、この事業は、社会福祉協議会に委

託して行っています。 

【実績と見込】 

  

第８期実績 第９期計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用者数 人 ２２０ ３０６ ３２０ ３２５ ３３０ ３３５ 
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（５）ふれあい電話事業 

在宅ひとり暮らし高齢者が安心して日常生活が送れるようボランティアが電話をかけ

て、孤独感の解消と安否確認を行います。なお、この事業は、社会福祉協議会に委託して

行っています。 

【実績と見込】 

  

第８期実績 第９期計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

延べ利用回数 回 ９５７ ６７６ ６５０ ６３０ ６１０ ５９０ 

 

（６）徘徊高齢者家族支援サービス 

徘徊の見られる認知症高齢者に位置情報端末器を貸与することにより、徘徊高齢者の

保護を支援します。 

【実績と見込】 

  

第８期実績 第９期計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用件数 件 ０ ２ ３ ４ ５ ６ 

 

（７）福祉有償運送(ＮＰＯ等) 

ひとりで公共交通機関を利用できない高齢者等の方々の移動を助けるために、ご自宅

から各方面へ送迎を行う事業で、営利とは認められない範囲の対価によって自家用自動

車を使用して、当該法人等の会員に対して行う原則としてドア・ツー・ドアの個別輸送サー

ビスです。 

【実績と見込】 

  

第８期実績 第９期計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

登録者数 人 ２０ １７ １７ １８ １９ ２０ 
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（８）タクシー券助成事業 

移動の支援を目的として、自動車が利用できない市民の方を対象に、タクシーの乗車運

賃を１回につき最高７００円助成しています。 

【実績と見込】 

  

第８期実績 第９期計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

申請者数 人 １,１３５ １,１３０ １,２００ １,２５０ １,３００ １,３５０ 

 

（９）公共交通再編事業 

路線バスやコミュニティバス等の維持により、高齢者等の買い物、通院の交通手段を確

保します。 

【実績と見込】 

  

第８期実績 第９期計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

路線バス、コミ

ュニティバス等

の利用者数 

人 １０５,６９５ １２１,３１１ １２５,０００ １２５,０００ １３０,０００ １３５,０００ 

 

（１０）高齢者向け出前講座 

各地区の公民館等に消費生活センター職員が出向き、販売契約や勧誘等に関する情報

提供など、高齢者の消費者被害防止のための出前講座を開催しています。 

 【実績と見込】 

  

第８期実績 第９期計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

出前講座の開

催数 
回 1 14 4 5 5 5 
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（１１）訪問理美容助成事業 

寝たきり等の理由により自力で理・美容所に行くことができないおおむね６５歳以上の

高齢者を対象に、理・美容業者に自宅を訪問してもらい理美容サービスを受ける際の費用

を助成します。 

【実績と見込】 

  

第８期実績 第９期計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用者数 人 １ ０ １ １ １ １ 

 

（１２）徘徊高齢者等ＳＯＳネットワーク事業 

平成２８年度から、認知症高齢者等が行方不明になった場合、協定を締結している警

察・消防・福祉事業所等の各機関へ捜索協力を行い、早期の発見・保護することを目的と

して実施しています。 

徘徊の恐れのある方について事前登録を勧めており、その情報を警察と共有すること

により、行方不明発生時には迅速な捜索を可能とし、より早期の発見に繋げていきます

（必ず事前登録が必要なわけではありません）。 

【実績と見込】 

  

第８期実績 第９期計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

事前登録者 人 ４２ ４９ ５２ ５４ ５６ ５８ 

 

（１３）高齢者等買い物支援事業 

令和３年度から、移動手段がなく、日常の買い物に不便を感じている、高齢者等への買

い物支援の取り組みとして、移動スーパーの運行を開始し支援を行っています。 

【実績と見込】 

  

第８期実績 第９期計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用者数 人 ２,６２６ １２,５１７ １２,６００ １４,０００ １４,０００ １４,０００ 
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２ 経済支援  

 

（１）シルバーカー購入費助成事業 

高齢者の歩行を容易にするためシルバーカーを購入した人に５,０００円を限度に助成

金を支給する事業です。 

【実績と見込】 

  

第８期実績 第９期計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用者数 人 ３８ ４７ ５０ ５５ ６０ ６５ 

 

（２）老人性白内障補助眼鏡等購入費助成事業 

老人性白内障手術を受けた方で、補助眼鏡等を使用することで視力の回復が可能な方

に対し、眼鏡等の購入費用の一部を助成する事業です。 

【実績と見込】 

  

第８期実績 第９期計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用者数 人 １５ ２７ ３０ ３５ ４０ ４５ 

 

（３）老人ホーム入所援護事業 

６５歳以上の高齢者で、身体上・精神または、環境上の理由及び経済的理由により、居宅

で養護を受ける事が困難な高齢者を養護老人ホームへの入所措置を行う事業です。 

【実績と見込】 

  

第８期実績 第９期計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用者数 人 １８ ２６ ２９ ３０ ３１ ３２ 

 

（４）家族介護慰労金支給事業 

在宅のねたきりや認知症の高齢者等に介護を行っている家族への慰労金を支給し、介護

者の労苦に報いることにより、高齢福祉の増進を図っています。（年間支給限度１８万円） 

【実績と見込】 

  

第８期実績 第９期計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用者数 人 ４ ４ ４ ５ ５ ５ 
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（５）家族介護紙おむつ支給事業 

要介護者を介護している家族に対し、介護用品を支給することにより要介護者を介護

している家族の経済負担の軽減を図っています。 

【実績と見込】 

  

第８期実績 第９期計画値 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 

利用者数 人 １,７６７ １，２４３ １，０００ １，０００ １，０００ １，０００ 

 

 

３ 住まいの確保  

入居者が安心して暮らすことができるよう、サービス付き高齢者向け住宅及びケアハウス

については、茨城県と連携を図りながら、設置状況等の情報を収集し、積極的な提供を行い

ます。また、有料老人ホームについては、市場調査等を踏まえ、設置の相談等があれば対応し、

市として必要数の確保に取り組みます。 

また、生活困窮や社会的に孤立する等の多様な生活課題を抱える高齢者に対しては、セー

フティーネットの役割を果たしている養護老人ホームへの入所措置を活用し、近隣市町村と

調整を図り居住の確保に取り組みます。 

 

（１）サービス付き高齢者向け住宅及び有料老人ホーム 

サービス付き高齢者向け住宅は、「高齢者住まい法」の改正により創設された高齢者の

安心を支えるサービスを提供するバリアフリー構造の住宅です。 

高齢者の住まいの多様性を確保する視点から、有料老人ホームとサービス付き高齢者

向け住宅事業所と連携するとともに、誘致等についてはニーズを踏まえて検討します。ま

た、必要な方への情報提供など適切な支援に努めます。 

 

【実績と見込】  

施設の種類 令和５年度末現在（見込み） 

有料老人ホーム ０か所（０人） 

サービス付き高齢者向け住宅 １か所（２９人） 
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４ 高齢者の安全確保  

地域や関係機関と連携を図り、災害時・緊急時に迅速かつ的確な対応が図れるよう、高齢

者等の災害時要援護者支援の取組を推進します。 

高齢者の地域生活における安全を確保するため、交通安全対策や地域との連携による防

犯対策の取組を推進します。 
 

（１）高齢者台帳システム整備事業 

６５歳以上のひとり暮らし高齢者や７５歳以上の高齢者、または災害時援護が必要な世

帯について、地区の民生委員と協力しながら実態の把握を進め、住民基本台帳と連動し

た高齢者台帳システムを整備することで、サービスや緊急時の対応に活用します。 
 

（２）救急医療情報キット配付事業 

高齢者の安全・安心を確保することを目的に「救急医療情報キット」を無料配付していま

す。「救急医療情報キット」はかかりつけ医や持病などの医療情報、緊急連絡先、健康保険

証の写し、本人確認用写真などの情報を専用の容器に入れ、自宅の冷蔵庫に保管し、緊急

時に備えるものです。 

万一の際、駆け付けた救急隊は、容器内の情報を確認することで迅速な処置を行うこと

ができ、家族などにもいち早く連絡することができます。 
 

（３）地域防災計画等との連携 

地震や台風等による災害が発生した場合、稲敷市地域防災計画等に従い、高齢者等の

避難支援や高齢者施設等の被災状況の確認などの対応を行います。 

また、避難支援にあたって、一般の避難所での生活が困難と考えられる高齢者につい

ては、福祉避難所の対象者として支援を行います。 

感染症拡大にあたり、「新しい生活様式」など感染症拡大防止策の周知啓発、感染症発生

時に備えた平時からの事前準備などに取り組みます。 

さらに、災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供するため、

介護サービス事業者が策定した業務継続に向けた計画等に基づく研修、訓練（シミュレーシ

ョン）の実施について、必要な助言及び適切な援助を行います。 
 

（４）高齢者の交通安全 

高齢者等に配慮した交通安全施設の整備に努めるとともに、高齢者の交通安全教室等

を継続的に実施し、交通安全意識の向上を図ります。 

また、関係機関と連携して、高齢者の自動車運転免許証返納の啓発を実施するととも

に、返納しやすい環境をつくるための支援事業を検討していきます。 
 

（５）高齢者の防犯対策 

高齢者を狙った悪質商法や振り込め詐欺などの犯罪を防止するため、情報提供や相談窓

口の充実を図るとともに、地域住民と連携しながら、安全を守るための体制を強化します。 
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５ 権利擁護と虐待防止  

認知症高齢者が増加していることから成年後見制度の周知及び利用支援を行い、高齢者

の権利擁護に努めます。 

また、高齢者虐待は、介護者等の虐待行為への知識不足によるものが多いため、虐待への

理解について住民への周知を行います。 

なお、「５ 権利擁護と虐待防止」を成年後見制度の利用の促進に関する法律に規定され

る「成年後見制度利用促進基本計画」として位置付けます。 

 

（１）成年後見制度利用支援事業 

親族等がなく、判断能力が不十分な認知症高齢者の福祉の充実を図るため、市長が行

う成年後見制度に係る審判制度請求の手続き及びその負担に関する支援を行います。 

 

（２）日常生活自立支援事業の利用支援 

判断能力が十分でない高齢者の自立した生活を支えるため、日常生活自立支援事業の

普及とともに、実施主体である社会福祉協議会との連携を強化し、日常生活上の金銭管

理や福祉サービスの利用援助（代行、代理、情報提供）などの利用の支援に取り組みます。 

 

（３）高齢者虐待の防止 

高齢者に対する虐待は、介護者の介護疲れやストレスの増大・経済的な問題等が複合的

な要因となって発生しており、早期発見・早期対応することが重要です。また、高齢者の支

援のみならず、認知症高齢者の家族やヤングケアラーを含む家族介護者支援も併せて行

うことが求められます。 

 高齢者に対する虐待の防止のため、広報による相談機関等の周知や、高齢者虐待に関す

る支援者向けの研修を行います。 

また、高齢者虐待の発生予防から個別支援にいたる各段階において、関係機関と連携

し、虐待のおそれのある高齢者及び養護者に対して、多面的な支援を行います。 

さらに、虐待相談に対する支援と関係機関相互の情報交換、相互理解、連携を図るため

に、関係機関が参画する会議を開催するとともに、研修を通じて要介護者や施設従事者

等による高齢者虐待防止に取り組みます。 
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～成年後見制度が充実した地域をつくろう～ 

【第 2期稲敷市成年後見制度利用促進基本計画】 

 

１ 計画の概要 

（１）策定の背景と趣旨 

高齢化の進展とともに、認知症高齢者やひとり暮らしの高齢者の増加が見込まれるほか、

知的障がい者や精神障がい者の増加も見込まれます。地域共生社会の実現に向け、本人を

中心にした支援・活動の考え方として「権利擁護支援」を位置付けた上で、地域連携ネット

ワークの充実など成年後見制度利用促進の取り組みをさらに進める必要があります。 

成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がい等により判断能力が不十分な方に

代わって、家庭裁判所から選任された支援者（成年後見人等）が本人の預貯金の管理等（財

産管理）や日常生活でのさまざまな契約等（身上保護）を行っていく制度です。この制度を

十分に普及させていくために、国は、平成28年５月に「成年後見制度の利用の促進に関す

る法律」を施行しました。 

この法律で、市町村は国の「成年後見制度利用促進基本計画（平成29年３月策定）」を勘

案し、当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基

本的な計画策定と、中核となる機関の設立、その他必要な措置を講ずるよう努めることと

されています。 

そこで、本市においても「成年後見制度利用促進基本計画」を策定し、成年後見制度の利

用促進に向けて取り組みます。 

    ■地域共生社会の実現に向けた権利擁護支援の推進 

 

 資料：第二期成年後見制度利用促進基本計画       
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（２）成年後見制度について 

成年後見制度は大きく分けると、任意後見制度と法定後見制度の2つがあります。 

任意後見制度は、本人に判断能力があるときに後見人を選出し、後見の内容を自己決定でき

ます。また、法定後見制度はさらに「後見」、「保佐」、「補助」という3つの類型があり、家庭裁判

所への手続により、本人の判断能力の程度に応じて審判により類型が決定される制度です。 

また、選任される成年後見人等については、第三者である専門職が成年後見人等になる場合

や、家族などが親族後見人として選任される場合、この他にも、同時に複数人が成年後見人等

となる複数後見やリレー式後見といった多様な方法があります。 

 

 

（３）計画の性格と位置づけ 

「成年後見制度の利用促進に関する法律」及び「国の基本計画」に鑑み、「成年後見制度利用促

進基本計画」を市の基本計画として策定することとし、策定にあたっては、これまで「高齢者福

祉計画」及び「障害者基本計画」において成年後見制度利用支援事業及び権利擁護事業を実施し

てきたことを踏まえ、地域福祉計画と一体的に策定するものとします。 

また、策定にあたり、個別計画である高齢者福祉計画・障害者基本計画等の関連計画と関係性

を保持するものとします。 

○成年後見制度の利用の促進に関する法律より抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

法 定 後 見 制 度 

 
すでに判断能力が十分でない人を支援する制度です。判断能力の程度によって以下の

３つの類型に分けられます。 

後   見 

ほとんど判断が
できない人 

判断能力が著しく
不十分な人 

判断能力が 
不十分な人 

判断能力が十分にある人が、判断能力が落ちてしまった時に備えて、あらかじめ支援し
てもらう代理人（任意後見人）と、支援してもらう内容を決めておく制度です。 

 

任 意 後 見 制 度 

 

保   佐 補   助 

 （市町村の講ずる措置） 

第14条 市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、当該市町村の区域における成年

後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めるとともに、成

年後見等実施機関の設立等に係る支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 市町村は、当該市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関して、基本的な事項を調

査審議させる等のため、当該市町村の条例で定めるところにより、審議会その他の合議制の機関

を置くよう努めるものとする。 
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（４）計画の期間 

成年後見制度利用促進基本計画の期間は、「地域福祉計画」（計画期間：令和６年度～令和１０

年度）に準ずるものとします。 

今後、成年後見制度利用促進基本計画の見直しに際しては、各種福祉計画等との整合性を図

り改訂します。 

 

（５）現状と課題 

本市では高齢化の進展とともに、認知症高齢者やひとり暮らしの高齢者の増加が見込まれる

ほか、知的障がい者や精神障がい者の増加も見込まれます。また、本市の認知症高齢者の推計

では、年々増加を続け、高齢福祉計画最終年の令和8年に1,969人、団塊ジュニア世代が高齢

者となる令和22年には2,169人となり、高齢者の約17％を占めると見込まれます。 

今後、成年後見制度の需要を的確に捉え、制度未利用の認知症高齢者や意思表示が困難な障

がい者等の金銭管理や契約行為が適切に行われるよう、必要な人に早期の成年後見制度の利

用支援などができる仕組みの整備が必要となっています。 

市民アンケート調査では、成年後見制度について、支援の内容まで知っている市民は２割強と

なっています。また、３割弱が利用意向を示している一方で、４割がわからないと回答していま

す。市民後見人については、７割強がなりたくないと回答しています。 

こうしたことから、制度の周知や理解促進をさらに推進し、制度に関する正しい知識や理解の

もと、適切な制度運用や後見人等の担い手の育成等を進めていく必要もあります。 

 

■成年後見制度の認知度       ■成年後見制度の利用意向      ■市民後見人への関心 

 

資料：市民アンケート（令和５年度） 

 

 

  

知っており、

支援の内容

もわかる

23.9

聞いたことはあるが、内容はわからない

56.2

知らない、

聞いたこと

もない

18.1

無回答

1.7 利用したい

27.8

親族がいるから必要が無い

31.1

わからない

39.2

無回答

1.9

市民後見人に

なってみたい

1.1

なるかわからな

いが興味はある

22.1

なりたくない

73.6

無回答

3.2
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２ 成年後見制度利用促進のための具体的な取組 

住み慣れた地域で尊厳を持って、その人らしい生活を継続できる地域の実現を目指し、成年

後見制度が必要な方への利用促進と円滑な制度運営ができる体制づくりを目的に、３つの基本

方針を掲げます。 

 

取組方針１  権利擁護支援の地域連携ネットワークの強化 

認知症、知的障がい、精神障がい等により、判断能力が衰えた方や将来の判断能力の低下に

不安を抱く方のために、本人の親族や司法・医療・福祉などの専門職団体、地域の関係機関など

が連携するネットワークを強化し、本人及び後見人等を支援する体制を整備します。 

 

（１）協議会及び地域連携ネットワークの整備 

本人の日常生活を見守る支援者を「チーム」とし、本市の権利擁護の骨格をつくる役割を「協

議会」で行います。また、「チーム」を支えるために協議会の他、行政や家庭裁判所、地域包括支

援センター、医療関係、金融関係、民間の団体など法律や福祉等の各専門分野で構成する「地域

連携ネットワーク」を整備し、連携して本人の尊厳を重視した支援をします。 

（地域連携ネットワークの役割） 

・権利擁護支援の必要な人の発見、支援 

・早期の段階から相談、対応体制の整備 

・意思決定支援、身上保護を重視した成年後見制度利用の運用に資する支援体制の構築 

 

（２）中核機関の運営・機能強化 

協議会の事務局としての役割を担います。また、関係機関とのコーディネート機能を発揮でき

るよう地域、福祉、司法等、地域連携ネットワークとの連携・協力体制の強化を推進するとともに、

成年後見制度利用促進機能の強化を図ります。 

 

（３）関係者・専門職向け制度学習会の開催 

成年後見制度に係る地域の区長や民生委員、サービス提供事業者や市役所職員など各種関係

機関を対象に、より具体的な制度理解を図り、制度の利用が必要な人を早期に発見し、相談機関

や制度につなげられるようにします。 
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取組方針２  成年後見制度の周知及び啓発の強化 

成年後見制度の利用を促進していくために、市民が制度の内容を適切に理解していることが

重要であることから、制度の周知、啓発の強化に取り組み、制度の利用を必要とする人に十分

に情報を届けられるようにします。 

 

（１）制度の広報・普及 

成年後見制度について、広報紙への掲載、ホームページの充実、パンフレット作成、SNS等の

活用、研修会の開催など普及啓発を積極的に行います。 

 

 

取組方針３ 相談支援機能及び利用支援体制の強化 

本人や親族が安心して成年後見制度を利用できる仕組みとして、相談支援機能の強化を図る

とともに、制度の利用が必要にも関わらず、本人及び親族による申立てが見込めない場合、市

長申立てにつなげる等、早期対応支援に取り組みます。 

 

（１）相談支援機能の強化 

成年後見制度の利用に関して、市民や地域の支援機関職員等からの相談窓口として、中核機

関（高齢福祉課、社会福祉課、社会福祉協議会）が対応します。 

また、困難ケース等の対応には、法律・福祉の専門職団体や関係機関からなる地域連携ネット

ワークにおいて、サポートする体制を強化していきます。 

 

（２）利用支援体制の強化 

制度の利用に際し、申し立てを行うべき親族がいない方に対して市が審判の申し立てを行う

（市長申立て）とともに、審判に要する経費や成年後見人等への報酬を負担する能力のない方に

は、その費用の全部又は一部を助成します。 

成年後見制度による支援が必要な方が広く利用できるように、継続して事業を推進していき

ます。 
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第７章 介護保険サービス 

 

１ 居宅サービス 

できる限り住み慣れた地域で生活ができるよう、要介護認定者に対し、ケアプランに基

づいた居宅サービスを提供しています。要介護認定者数及びサービス利用量は年々増加し

てきており、今後も増加が見込まれることから、ニーズに応じた提供体制を確保していきま

す。 

今後の見込みについては、介護離職ゼロ（介護と仕事を両立できるサービス基盤の整備）

及び在宅医療からの追加的需要（介護サービスにおける受け皿の整備）への対応サービス

分を見込んでいます。 

また、中長期の視点に立った推計を行ったことから、令和１２年度と令和２２年度の見込

値についても掲載します。 

 

（１）訪問介護 

介護福祉士や訪問介護員（ホームヘルパー）が居宅に訪問し、入浴、食事、排せつなどの

身体介護や調理及び清掃などの生活援助を行うサービスです。 

要介護高齢者が年々増加する中で、サービス利用者の増加が今後も見込まれます。サー

ビス量の確保と質の向上に努めながら、サービス提供を図ります。 

 

【実績と見込】（人/月） 

  

第８期実績 第９期計画値 第１１期計画～ 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和１２年度 令和２２年度 

介護 人 １５１  １４８  １４５  １５１  １５４  １５８  １５４  １５５  
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（２）訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護 

寝たきりの高齢者などの家庭を、入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問

し、入浴の介助を行うサービスです。看護師などが健康のチェックも行います。 

サービス提供事業所との連携を図り、適切なサービス量の確保と質の高いサービスの提

供に努めます。 

 

【実績と見込】（人/月） 

  

第８期実績 第９期計画値 第１１期計画～ 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和１２年度 令和２２年度 

介護 人 ２５  ２４  ３３  ３４  ３４  ３４  ３２  ３４  

予防 人 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 

 

（３）訪問看護・介護予防訪問看護 

主治医の指示書に基づき、看護師などが訪問して療養生活の支援又は必要な診療補助

を行うサービスです。 

医療と介護の連携の推進に伴い、サービスの需要がさらに高まることが予想されます。

医療機関・訪問看護ステーションと連携・調整を図りながら、サービス量の確保に努めます。 

 

【実績と見込】（人/月） 

  

第８期実績 第９期計画値 第１１期計画～ 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和１２年度 令和２２年度 

介護 人 １２５  １２５  １２４  １３３  １３７  １４０  １３５  １３６  

予防 人 １９ ２０ １６ ２２ ２２ ２３ ２１ ２１ 
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（４）訪問リハビリテーション・介護予防訪問リハビリテーション 

理学療法士、作業療法士等が居宅を訪問し、生活機能の維持・改善を図るためのリハビ

リテーションを行うサービスです。 

居宅の要介護者の生活を支えるため、訪問リハビリテーション等の更なる普及が求めら

れています。利用者の需要に対応できるよう、市内及び近隣市町村の医療機関の協力を得

ながら、サービス量の確保に努めます。 

 

【実績と見込】（人/月） 

  

第８期実績 第９期計画値 第１１期計画～ 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和１２年度 令和２２年度 

介護 人 ２５  ２１  ２２  ２６  ２６  ２６  ２４  ２５  

予防 人 ９ ７ ８ ８ ８ ８ ７ ７ 

 

 

（５）居宅療養管理指導・介護予防居宅療養管理指導 

病院、診療所または薬局の医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士等が居宅を

訪問して療養上の管理と指導を行うサービスです。 

医療機関等と連携・調整を図りながらサービス量を確保するとともに、居宅療養管理指導

が必要な要介護高齢者等に対して利用促進を図ります。栄養改善・口腔機能向上等の指導を

含め、生活機能の維持・向上を目的としたサービス提供により、要介護度の重度化の防止に努

めます。 

 

【実績と見込】（人/月） 

  

第８期実績 第９期計画値 第１１期計画～ 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和１２年度 令和２２年度 

介護 人 １０６  １２１  １２０  １２１  １２３  １２８  １２２  １２４  

予防 人 ７ ３ ２ ４ ４ ４ ４ ４ 
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（６）通所介護（デイサービス） 

デイサービスセンターに通い、入浴、排せつ、食事等の日常生活上の支援や機能訓練を行

うサービスです。 

要介護高齢者が年々増加する中で、今後もサービス利用者の増加が見込まれます。利便

性を考慮した上で、サービス量の確保と質の向上に努めながら、サービス提供を図ります。 

 

【実績と見込】（人/月） 

  

第８期実績 第９期計画値 第１１期計画～ 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和１２年度 令和２２年度 

介護 人 ３６６  ３６２  ３４６  ３６８  ３７５  ３８２  ３７５  ３７２  

 

 

（７）通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション 

介護老人保健施設や、病院・診療所に通い、心身機能の維持・回復を図り、日常生活の自

立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他のリハビリテーションを行うサービ

スです。 

利用者の需要に対応できるようにするとともに、利用者の身体状況に合った適切な機能

訓練に努め、要介護状態の改善と悪化防止を図ります。 

 

【実績と見込】（人/月） 

  

第８期実績 第９期計画値 第１１期計画～ 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和１２年度 令和２２年度 

介護 人 １３４  １２９  １２４  １３９  １４１  １４３  １４０  １４０  

予防 人 ４９ ４３ ４０ ５１ ５２ ５３ ５０ ４９ 
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（８）短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護 

特別養護老人ホーム等に短期間入所し、その施設で入浴、排せつ、食事等の日常生活上

の支援を行うサービスです。 

このサービスは、病院を退院して在宅生活に移行する際の利用や、在宅介護が長期間に

及ぶ家族介護者の負担軽減のために有効なものです。利用者の心身機能の維持向上を図

り、家族の介護負担を軽減するため、市内及び近隣市町村の利用を含めたサービス量の確

保に努めるとともに、施設等との連携を図ります。 

 

【実績と見込】（人/月） 

  

第８期実績 第９期計画値 第１１期計画～ 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和１２年度 令和２２年度 

介護 人 １２３  １３２  １３９  １３２  １３５  １３９  １３４  １３４  

予防 人 ２ ３ ６ ６ ６ ６ ６ ６ 

 

 

（９）短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護 

老人保健施設等に短期間入所し、日常生活上の世話、医療、看護、機能訓練などを行う

サービスです。 

このサービスは、病院を退院して在宅生活に移行する際の利用や、在宅介護が長期間に

及ぶ家族介護者の負担軽減のために有効なものです。利用者の心身機能の維持向上を図

り、家族の介護負担を軽減するため、市内及び近隣市町村の利用を含めたサービス量の確

保に努めるとともに、施設等との連携を図ります。 

 

【実績と見込】（人/月） 

  

第８期実績 第９期計画値 第１１期計画～ 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和１２年度 令和２２年度 

介護 人 １０  １５  ２４  ２６  ２６  ２７ ２５  ２６  

予防 人 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 
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（１０）福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与 

日常生活の自立、介護者の負担軽減や機能訓練のため、車いすやベッド等の福祉用具を

貸し出すサービスです。 

日常生活を支える福祉用具貸与の利用を促進し、自立に向けた支援を進めるとともに、

利用者が必要な福祉用具を適切に利用するための支援を行います。 

 

【実績と見込】（人/月） 

  

第８期実績 第９期計画値 第１１期計画～ 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和１２年度 令和２２年度 

介護 人 ５３７  ５４１  ５４９  ５６０  ５６６  ５７２  ５４５  ５５１  

予防 人 １７０ １７１ １６９ １７７ １８１ １８４ １７２ １６９ 

 

 

（１１）特定福祉用具購入費・特定介護予防福祉用具購入費 

住み慣れた住宅で、自立した生活ができるよう、腰かけ便座や入浴補助用具等を購入し

た場合、その費用の一部を支給するサービスです。（上限額は１０万円です。） 

在宅介護の環境整備の推進という視点に立ち、在宅の要介護高齢者や家族に対する情

報提供に努めます。 

 

【実績と見込】（人/月） 

  

第８期実績 第９期計画値 第１１期計画～ 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和１２年度 令和２２年度 

介護 人 ８  ９  ７  ９  １０  １０  ９  ９  

予防 人 ３ ３ ３ ３ ３ ３ ３ ３ 
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（１２）住宅改修費・介護予防住宅改修費 

転倒防止や自立しやすい生活環境を整えるため、自宅の手すりの取り付け、段差の解消、

スロープの設置、洋式便座への交換など小規模な住宅改修費の一部を支給するサービス

です。（上限額は２０万円です。） 

在宅介護の環境整備の推進という視点に立ち、在宅の要介護高齢者や家族に対する情

報提供に努めます。 

 

【実績と見込】（人/月） 

  

第８期実績 第９期計画値 第１１期計画～ 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和１２年度 令和２２年度 

介護 人 ５  ５  ４  ６  ６  ６  ６  ６  

予防 人 ４ ３ ３ ４ ４ ４ ４ ４ 

 

 

（１３）特定施設入居者生活介護・介護予防特定施設入居者生活介護 

特定施設（有料老人ホーム、ケアハウス等）に入居している方に対して、入浴、排せつ、食

事等の日常生活上の支援、機能訓練、及び療養生活の支援を行うサービスです。 

特定施設入居者生活介護については、有料老人ホームなどの特定施設が市内にはない

ものの、他市町村での利用者がいますので、第８期計画期間中の利用実績を踏まえて、そ

の水準を維持するものとします。 

 

【実績と見込】（人/月） 

  

第８期実績 第９期計画値 第１１期計画～ 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和１２年度 令和２２年度 

介護 人 ２３  ２０  １９  ２３  ２３  ２３  ２３  １９  

予防 人 ２ ２ １ ２ ２ ２ ２ １ 
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（１４）居宅介護支援・介護予防支援 

居宅の要介護者に対して指定居宅サービス等が適切に利用できるよう、心身の状態や置

かれている環境、本人や家族の希望等を勘案し、ケアマネジャーが居宅サービス計画を作

成するとともに、サービスの提供が確実に行われるよう、指定居宅サービス事業者等との

連携調整等を行うサービスです。 

今後も要介護・要支援認定者の増加が見込まれることから、サービス量の増加を見込む

とともに、ケアマネジャーが公正かつ適切に業務を遂行できるよう支援します。 

 

【実績と見込】（人/月） 

  

第８期実績 第９期計画値 第１１期計画～ 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和１２年度 令和２２年度 

介護 人 ８８３  ９０３  ８９７  ９１４  ９２２  ９２９  ８９１  ９０３  

予防 人 ２１４ ２１３ ２１２ ２２０ ２２５ ２２８ ２１５ ２１１ 
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２ 地域密着型サービス 

要介護者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、身近な市町村で提供されるサービ

スです。サービスの基盤整備は市町村単位で行われ、基本的には当該市町村に居住する住

民のみが利用可能となります。 

 

（１）定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

日中・夜間を通して、訪問介護と訪問看護が一体的または密接に連携しながら、短時間

の定期巡回型訪問と随時の対応を行うサービスです。 

市内にこのサービスを提供する事業所はないのですが、令和３年度に１人の利用があり

ました。 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護については、利用実績としては減少傾向ですが、在

宅介護が必要となる高齢者の増加を見込み、令和６年度以降もサービス量を確保しました。 

 

【実績と見込】（人/月） 

  

第８期実績 第９期計画値 第１１期計画～ 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和１２年度 令和２２年度 

介護 人 １  ０  ０  1  1 1  1  1  

 

 

（２）夜間対応型訪問介護 

夜間の定期巡回訪問、または、随時通報を受け利用者（要介護者）の居宅を訪問介護員

等が訪問し、入浴・排せつ・食事等の介護等の提供を行うサービスです。 

事業規模としては、人口２０～３０万人で３００～４００人の利用者を見込む性質にあり、

市単独での整備は難しいことから、今後も見込まないこととしました。 
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（３）地域密着型通所介護 

利用者が住み慣れた環境で安心して入浴、食事、生活訓練、趣味などの支援を行う通所

型サービスです。 

地域密着型通所介護は、通所介護同様に居宅サービスの中心的なサービスの一つであ

ることから、要介護認定者数の増加を背景に、今後ともサービス利用が増加していくもの

と見込みます。 

 

【実績と見込】（人/月） 

  

第８期実績 第９期計画値 第１１期計画～ 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和１２年度 令和２２年度 

介護 人 １４３  １３６  １２９  １４５  １４７  １４９  １４７  １４５  

 

 

（４）認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護 

認知症の利用者が、入浴、排せつ、食事などの介護、その他の日常生活の世話や機能訓

練を受けることのできる認知症に特化したデイサービスです。 

認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護は、第８期計画期間中に利用実

績がありませんでしたが、認知症高齢者の増加とともに利用が伸びる可能性があることか

ら、令和６年度以降もサービス量を確保しました。 

 

【実績と見込】（人/月） 

  

第８期実績 第９期計画値 第１１期計画～ 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和１２年度 令和２２年度 

介護 人 0 0 0 １ １ １ ２ ２ 

予防 人 ０ ０ ０ 0 0 0 0 0 
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（５）小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護 

あらかじめ登録された利用者を対象として、サービス拠点への「通い」を中心に、利用者の状

態や希望などに応じて「訪問」や「泊まり」を組み合わせて、入浴、排せつ、食事などの介護や調

理、洗濯、掃除などの家事、その他日常生活上の世話、機能訓練を行うサービスです。 

認知症高齢者を含め、様々な状態の高齢者の在宅生活を支える上で効果的なサービスであ

ることから、要介護認定者の増加やサービス認知度の向上とともに、利用状況の動向も踏まえ

つつ、サービスの供給量の確保をします。 

 

【実績と見込】（人/月） 

  

第８期実績 第９期計画値 第１１期計画～ 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和１２年度 令和２２年度 

介護 人 ２９  ２６  ２２  ３０  ３０  ３０  ３０  ２９  

予防 人 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 

 

（６）認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護 

認知症の利用者が共同で生活し、日常生活の世話、機能訓練などを受ける認知症の進行

防止に努めるサービスです。 

今後も認知症高齢者の増加が見込まれるとともに、認知症の「共生」と「予防」の意義が

周知され、認知症高齢者を支えるサービスの重要性がさらに高まることが想定されます。

サービス見込量については、利用状況の動向も踏まえつつ、サービスの供給量の確保をし

ます。 

 

【実績と見込】（人/月） 

  

第８期実績 第９期計画値 第１１期計画～ 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和１２年度 令和２２年度 

介護 人 ４２  ５２  ４７  ５２  ５２  ５２  ５２  ５２  

予防 人 ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

必要利用定員

総数（人） 
５４ ５４ ５４ ５４ ５４ ５４ ５４ ５４ 
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（７）地域密着型特定施設入居者生活介護 

指定を受けた小規模の有料老人ホームなどで、入浴、排泄、食事の世話などの日常生活

上の世話や、機能訓練および療養上の世話を行うサービスです。 

なお、市内でのサービス提供事業所はなく、今後の整備計画もないことから、サービス利

用を見込まないこととしました。 

 

 

（８）地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

小規模な介護老人福祉施設において、常に介護が必要な方が、食事・入浴など日常生活

の介護や健康管理が受けられるサービスです。 

なお、市内でのサービス提供事業所はなく、今後の整備計画もないことから、サービス利

用を見込まないこととしました。 

 

 

（９）看護小規模多機能型居宅介護・介護予防看護小規模多機能型居宅介護 

小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせた「通い」、「泊まり」、「訪問介護」、「訪

問看護」など看護と介護を一体的に提供するサービスです。 

なお、市内でのサービス提供事業所はなく、今後の整備計画もないことから、サービス利

用を見込まないこととしました。 
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３ 施設サービス 

施設サービスには、「介護老人福祉施設」、「介護老人保健施設」、「介護療養型医療施設」、

「介護医療院」の４種類があり、施設サービス計画に基づき入浴、排せつ、食事等の介護や

機能訓練を提供するサービスです。 

 

（１）介護老人福祉施設 

在宅での生活が困難な方が入所し、入浴、排せつ、食事等の介護サービスを提供する施

設です。 

介護老人福祉施設の利用者数は、令和３年度から令和５年度にかけて、増加を続けてい

ます。 

病床機能の分化による需要増加や、家族の介護を理由とした離職等の防止を図るため、

今後とも利用者の増加が見込まれます。近隣市町村の施設の利用も含め、サービス量の確

保に努めます。 

 

【実績と見込】（人/月） 

  

第８期実績 第９期計画値 第１１期計画～ 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和１２年度 令和２２年度 

介護 人 ３２２  ３２８  ３３４  ３３９  ３４４  ３５３  ３６１  ３６１  

 

（２）介護老人保健施設 

病気の状態が安定している方に、在宅復帰するためのリハビリテーション、看護を中心と

した医療ケア、日常の生活支援などを行う施設です。 

今後も同様に推移することが考えられるため、第８期計画期間中の利用実績を踏まえて、

その水準を維持するものとします。また、事業所と連携し在宅療養支援機能の充実を図り

ます。 

 

【実績と見込】（人/月） 

  

第８期実績 第９期計画値 第１１期計画～ 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和１２年度 令和２２年度 

介護 人 ２２０  ２０７  ２０１  ２２０  ２２０  ２２０  ２２０  １９５  
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（３）介護医療院 

慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、長期療養のための医療と日常生活上の介護

を一体的に提供する施設です。 

医療ニーズの高い中重度の高齢者も増加することが想定されるため、今後需要が高まる

サービスであることが推察されます。本市では、第８期計画期間中に１施設開所に伴い、

48床を確保しています。近隣市町村所在の施設の利用も含め、サービス量の確保に努め

ます。 

 

【実績と見込】（人/月） 

  

第８期実績 第９期計画値 第１１期計画～ 

令和３年度 令和４年度 
令和５年度 

見込み 
令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和１２年度 令和２２年度 

介護 人 ４  ５  ４  ２５  ３０  ３５  ４８  ４８  
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４ 介護サービス・予防サービスの利用実績と見込み及び推計一覧 

前述している介護サービス・予防サービスの利用実績と見込及び推計を、一覧にまとめ

ました。 

 

■居宅・地域密着型・施設サービスの利用者数 

（単位：人/月） 

サービス 
第８期実績 第９期計画 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

居宅サービス 

 訪問介護 １５１  １４８  １４５  １５１  １５４  １５８  

 訪問入浴介護 ２５  ２４  ３３  ３４  ３４  ３４  

 訪問看護 １２５  １２５  １２４  １３３  １３７  １４０  

 訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ ２５  ２１  ２２  ２６  ２６  ２６  

 居宅療養管理指導 １０６  １２１  １２０  １２１  １２３  １２８  

 通所介護 ３６６  ３６２  ３４６  ３６８  ３７５  ３８２  

 通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ １３４  １２９  １２４  １３９  １４１  １４３  

 短期入所生活介護 １２３  １３２  １３９  １３２  １３５  １３９  

 短期入所療養介護（老健） １０  １５  ２４  ２６  ２６  ２７ 

 短期入所療養介護（病院等） 0 0 0 0 0 0 
 福祉用具貸与 ５３７  ５４１  ５４９  ５６０  ５６６  ５７２  

 特定福祉用具購入費 ８  ９  ７  ９  １０  １０  

 住宅改修費 ５  ５  ４  ６  ６  ６  

 特定施設入居者生活介護 ２３  ２０  １９  ２３  ２３  ２３  

地域密着型サービス 

 定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護 
１  ０  ０  1  1 1  

 夜間対応型訪問介護 0 0 0 0 0 0 
 地域密着型通所介護 １４３  １３６  １２９  １４５  １４７  １４９  

 認知症対応型通所介護 0 0 0 １ １ １ 

 小規模多機能型居宅介護 ２９  ２６  ２２  ３０  ３０  ３０  

 認知症対応型共同生活介護 ４２  ５２  ４７  ５２  ５２  ５２  

 地域密着型特定施設 

入居者生活介護 
0 0 0 0 0 0 

 地域密着型介護老人福祉 

施設入所者生活介護 
0 0 0 0 0 0 

 看護小規模多機能型居宅 

介護 
0 0 0 0 0 0 

施設サービス 

 介護老人福祉施設 ３２２  ３２８  ３３４  ３３９  ３４４  ３５３  

介護老人保健施設 ２２０  ２０７  ２０１  ２２０  ２２０  ２２０  

介護医療院 ４  ５  ４  ２５  ３０  ３５  

居宅介護支援 ８８３  ９０３  ８９７  ９１４  ９２２  ９２９  

※令和５年度は見込み値  
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■介護予防・地域密着型介護予防サービスの利用者数 

（単位：人/月） 

サービス 
第８期実績 第９期計画 

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

介護予防サービス 

 介護予防訪問入浴介護 0 0 0 0 0 0 

 介護予防訪問看護 １９ ２０ １６ ２２ ２２ ２３ 

 介護予防訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ ９ ７ ８ ８ ８ ８ 

 介護予防居宅療養管理指導 ７ ３ ２ ４ ４ ４ 

 介護予防通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ ４９ ４３ ４０ ５１ ５２ ５３ 

 介護予防短期入所生活介護 ２ ３ ６ ６ ６ ６ 

 介護予防短期入所療養介護 

（老健） 
0 0 0 0 0 0 

 介護予防短期入所療養介護 

（病院等） 
0 0 0 0 0 0 

 介護予防福祉用具貸与 １７０ １７１ １６９ １７７ １８１ １８４ 

 特定介護予防福祉用具購入費 ３ ３ ３ ３ ３ ３ 

 介護予防住宅改修費 ４ ３ ３ ４ ４ ４ 

 介護予防特定施設入居者 

生活介護 
２ ２ １ ２ ２ ２ 

地域密着型介護予防サービス 

 介護予防認知症対応型 

通所介護 
0 0 0 0 0 0 

 介護予防小規模多機能型 

居宅介護 
0 0 0 0 0 0 

 介護予防認知症対応型 

共同生活介護 
２ ０ ０ ０ ０ ０ 

介護予防支援 ２１４ ２１３ ２１２ ２２０ ２２５ ２２８ 

※令和５年度は見込み値 
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５ 介護保険事業費の見込み 

令和６年度から令和８年度までの介護保険事業の介護給付に関する給付費の見込額を

算出しました。 

（１）給付費 

①介護サービス給付費 

単位:千円 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

居宅サービス（a）    

 

訪問介護    

訪問入浴介護    

訪問看護    

訪問リハビリテーション    

居宅療養管理指導    

通所介護    

通所リハビリテーション    

短期入所生活介護    

短期入所療養介護（老健）    

短期入所療養介護（病院等）    

短期入所療養介護（介護医療院）    

福祉用具貸与    

特定福祉用具購入費    

住宅改修費    

特定施設入居者生活介護    

地域密着型サービス（b）    

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護    

夜間対応型訪問介護    

地域密着型通所介護    

認知症対応型通所介護    

小規模多機能型居宅介護    

認知症対応型共同生活介護    

地域密着型特定施設入居者生活介護    

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護    

看護小規模多機能型居宅介護    

施設サービス（c）    

 

介護老人福祉施設    

介護老人保健施設    

介護医療院    

居宅介護支援(d)    

介護給付費 (a+b+c+d)    

 

国から介護報酬改定などの内容が示さ

れていないため調整中となります。 
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②介護予防サービス給付費 

単位:千円 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

介護予防サービス(a)    

 

介護予防訪問入浴介護    

介護予防訪問看護    

介護予防訪問リハビリテーション    

介護予防居宅療養管理指導    

介護予防通所リハビリテーション    

介護予防短期入所生活介護    

介護予防短期入所療養介護（老健）    

介護予防短期入所療養介護（病院等）    

介護予防短期入所療養介護（介護医療院）    

介護予防福祉用具貸与    

特定介護予防福祉用具購入費    

介護予防住宅改修費    

介護予防特定施設入居者生活介護    

地域密着型介護予防サービス(b)    

 

介護予防認知症対応型通所介護    

介護予防小規模多機能型居宅介護    

介護予防認知症対応型共同生活介護    

介護予防支援(c)    

ｘ予防給付費 (a+b+c)    

 

 

（２）地域支援事業費 

単位:千円 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

介護予防・日常生活支援総合事業費（a）    

包括的支援事業（地域包括支援センターの運営）及び任意事業（b）    

包括的支援事業（社会保障充実分）（c）    

地域支援事業費（a+b+c）    

 

  

国から介護報酬改定などの内容が示さ

れていないため調整中となります。 
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（３）標準給付費の見込額 

本計画期間における各年度の総給付費等の見込額は次のとおりです。３年間の合計額では、およそ●

円となることが見込まれます。 

なお、見込額の算出にあたっては、現状のサービス利用の状況及びサービス基盤の状況、介護離職ゼ

ロ及び在宅医療からの追加的需要への対応等を勘案しています。 

 

■総給付費等の見込額 単位:千円 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 合計 

【Ａ】標準給付費見込額     

 

総給付費（a）     

特定入所者介護サービス費等給付費（b）     

高額介護サービス費等給付費（c）     

高額医療合算介護サービス費等給付費
（d） 

    

算定対象審査支払手数料（e）     

【B】地域支援事業費     

給付額合計【A+B】     

※端数処理のため、合計数値が合わない場合もあります。 

 

  

国から介護報酬改定などの内容が示さ

れていないため調整中となります。 
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６ 第１号被保険者（６５歳以上）保険料の見込 

 

（１）介護保険料算定の流れ 

標準保険料額の算定 

〇推計した介護保険事業費に第１号被保険者の負担割合
（２３％）を乗じて、第１号被保険者負担分相当額を算出
します。 

〇算出した第１号被保険者負担分相当額に、調整交付金の
見込額や介護給付費準備基金の取崩額等を勘案して算
定します。 

 

所得段階別介護保険料
の決定 

〇標準保険料額をもとに、第１号被保険者や世帯の所得状
況を考慮した保険料率等を設定し、所得段階に応じた介
護保険料を決定します。 

 

 

（２）介護保険財政の仕組み 

介護保険の財源については、利用者の負担額を除いた介護給付にかかる費用（給付費）の５

０％を国・県・市による公費、残り５０％を保険料で賄うことが基本となっています。  

第１号被保険者の保険料で賄われる負担割合は、第２号被保険者との人口比率により政令で

定められます。 

また、地域支援事業のうち包括的支援事業・任意事業の財源については、第１号被保険者の保

険料と公費で構成されます。 
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■保険給付費 

居宅給付費 施設等給付費 

  

■地域支援事業費 

介護予防・日常生活支援総合事業費 包括的支援事業・任意事業費 

  

※ 居宅給付費とは、施設等給付費以外の給付費。 

※ 施設等給付費とは、都道府県知事が指定権限を有する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、

介護療養型医療施設、（介護予防）特定施設入居者生活介護及び介護保険施設の特定入所者

介護サービスに係る給付費。 

※ 調整交付金は、標準の割合を掲載。 

 

  

国

20%

調整交付金

5.0%

県

12.5%

市

12.5%

第２号被保険者

27%

第１号被保険者

23%

国

15%

調整交付金

5.0%

県

17.5%

市

12.5%

第２号被保険者

27%

第１号被保険者

23%

国

20%

調整交付金
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県

12.5%

市

12.5%

第２号被保険者

27%

第１号被保険者

23%
国

38.5%

県

19.25%

市

19.25%

第１号被保険者

23.0%
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（３）保険料設定に関する留意点  

①介護報酬改定 

国より令和６年１月頃提示予定。 

 

②第１号被保険者の国における標準所得段階 

国では、制度内の所得再分配機能を強化し、低所得者の保険料上昇を抑制する観点から、

所得段階の設定を９段階から13段階に見直す予定ですので、標準の所得段階の設定を 

13段階に変更します。 
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（４）第１号被保険者介護保険料  

本計画期間における第１号被保険者の保険料額は、下表のとおり月額●円と算定されます。 

 

計算の基礎 金額または係数 備 考 

総計（３年間合計） 円  

第１号被保険者負担相当分  円 総計の２３％ 

調整交付金相当額 円  

調整交付金見込額 円  

財政安定化基金拠出見込額 円 財政安定化基金拠出率０％ 

介護基金取崩見込額 円  

財政安定化基金取崩による交付額 円  

予定保険料収納率 ％  

補正後第１号被保険者数 人 令和６～８年度の合計 

月換算 月  

保険料基準額（月額） 円 第９期計画期間の保険料基準額 

※保険料基準額（月額）の算出方法 

（第１号被保険者負担相当分＋調整交付金相当額－調整交付金見込額＋ 

財政安定化基金拠出見込額－介護基金取崩見込額－財政安定化基金取崩による交付額） 

÷予定保険料収納率÷補正後第１号被保険者数÷月換算 

  

国から介護報酬改定などの内容が示さ

れていないため調整中となります。 
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（５）所得段階別被保険者数の推計  

第１号被保険者の介護保険料を算定するにあたっては、国の考え方を参考とし、低所得の方

への配慮を行うとともに、介護保険事業の運営を維持できる保険料の設定について検討しまし

た。 

その結果、本計画では、国が示した保険料段階と同一の13段階を設定した上で、費用負担割

合を弾力化しました。 

 

■所得段階別被保険者見込み数 （単位：人） 

所得段階 令和６年度 令和７年度 令和８年度 ３年間合計 割合 

第１段階被保険者数      

第２段階被保険者数      

第３段階被保険者数      

第４段階被保険者数      

第５段階被保険者数      

第６段階被保険者数      

第７段階被保険者数      

第８段階被保険者数      

第９段階被保険者数      

第10段階被保険者数      

第11段階被保険者数      

第12段階被保険者数      

第13段階被保険者数      

合 計      

所得段階別加入割合 

補正後被保険者数 
     

 

  

介護保険料は、市の介護保険条例において定

めており、本計画の策定と並行して、議会の

審議を経て決定されます。 
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■所得段階別保険料の見込み額 （単位：円） 

所得段階 対  象  者 
費用負担 

割  合 

保険料 

（年） 

保険料 

（月） 

第１段階 

①生活保護受給者、市民税世帯非課税で
老齢福祉年金受給者 

②市民税世帯非課税で合計所得金額と課
税年金収入額の合計が８０万円以下の
方 

基準額×   

第２段階 
市民税世帯非課税で、本人の課税年金収
入と合計所得金額を合わせた額が８０万円
を超え１２０万円以下の方 

基準額×   

第３段階 
市民税世帯非課税で、合計所得金額と課
税年金収入額の合計が１２０万円超の方 

基準額×   

第４段階 

世帯に市民税課税者がいるが、本人は市
民税非課税で、本人の課税年金収入額と
合計所得金額を合わせた額が８０万円以
下の方 

基準額×   

第５段階 

世帯に市民税課税者がいるが、本人は市
民税非課税で、本人の課税年金収入額と
合計所得金額を合わせた額が８０万円超
の方 

基準額×   

第６段階 
本人が市民税課税で前年の合計所得金額
が１２０万円未満の方 

基準額×   

第７段階 
本人が市民税課税で前年の合計所得金額
が２１０万円未満の方 

基準額×   

第８段階 
本人が市民税課税で前年の合計所得金額
が 万円未満の方 

基準額×   

第９段階 
本人が市民税課税で前年の合計所得金額
が 万円未満の方 

基準額×   

第10段階 
本人が市民税課税で前年の合計所得金額
が 万円未満の方 

基準額×   

第11段階 
本人が市民税課税で前年の合計所得金額
が 万円未満の方 

基準額×   

第12段階 
本人が市民税課税で前年の合計所得金額
が 万円未満の方 

基準額×   

第13段階 
本人が市民税課税で前年の合計所得金額
が 万円以上の方 

基準額×   

※保険料（年）は、１００円未満切り捨てで計算しています。 

  

介護保険料は、市の介護保険条例において定めており、本計画の策定と

並行して、議会の審議を経て決定されます。 
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（６）将来的な保険料水準等の見込み  

令和１２（２０３０）年度及び令和２２（２０４０）年度のサービスの種類ごとの見込量及びそのた

めに必要な保険料水準は、次のとおり推計されます。 

 

■令和１２（２０３０）年度の推計 単位：千円（保険料基準額のみ円） 

 介護給付 予防給付 

居宅サービス   

 

訪問介護   

訪問入浴介護   

訪問看護   

訪問リハビリテーション   

居宅療養管理指導   

通所介護   

通所リハビリテーション   

短期入所生活介護   

短期入所療養介護（老健）   

短期入所療養介護（病院等）   

短期入所療養介護（介護医療院）   

福祉用具貸与   

特定福祉用具購入費   

住宅改修費   

特定施設入居者生活介護   

地域密着型サービス   

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護   

夜間対応型訪問介護   

地域密着型通所介護   

認知症対応型通所介護   

小規模多機能型居宅介護   

認知症対応型共同生活介護   

地域密着型特定施設入居者生活介護   

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護   

看護小規模多機能型居宅介護   

施設サービス   

 

介護老人福祉施設   

介護老人保健施設   

介護医療院   

居宅介護支援・介護予防支援   

合計   

総給付費  

地域支援事業費  

保険料基準額(月額) 円 

※端数処理のため、合計数値が合わない場合もあります。 

国から介護報酬改定などの内容が示さ

れていないため調整中となります。 



第７章 介護保険サービス 

133 

 

■令和２２（２０４０）年度の推計 単位：千円（保険料基準額のみ円） 

 介護給付 予防給付 

居宅サービス   

 

訪問介護   

訪問入浴介護   

訪問看護   

訪問リハビリテーション   

居宅療養管理指導   

通所介護   

通所リハビリテーション   

短期入所生活介護   

短期入所療養介護（老健）   

短期入所療養介護（病院等）   

短期入所療養介護（介護医療院）   

福祉用具貸与   

特定福祉用具購入費   

住宅改修費   

特定施設入居者生活介護   

地域密着型サービス   

 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護   

夜間対応型訪問介護   

地域密着型通所介護   

認知症対応型通所介護   

小規模多機能型居宅介護   

認知症対応型共同生活介護   

地域密着型特定施設入居者生活介護   

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護   

看護小規模多機能型居宅介護   

施設サービス   

 

介護老人福祉施設   

介護老人保健施設   

介護医療院   

居宅介護支援・介護予防支援   

合計   

総給付費  

地域支援事業費  

保険料基準額(月額) 円 

※端数処理のため、合計数値が合わない場合もあります。 

 

  
国から介護報酬改定などの内容が示さ

れていないため調整中となります。 
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７ 介護給付の適正化等の推進 

要介護認定の適正化、ケアプラン点検、医療情報との突合・縦覧点検を主要３事業として継続実

施し、実施結果など取組状況を公表します。 

職員が調査対象者を訪問し、要介護認定の調査内容を点検することで、結果との整合性を確認し、

適切かつ公平な要介護認定を確保します。 

ケアマネジャーが作成したケアプランについて、主任介護支援専門員、リハビリテーション専門

職、保健師による点検及び支援を行うことにより、個々の利用者が真に必要なサービスを確保す

るとともに、その状態に適合していないサービス提供を改善します。 

国保連合会の介護給付適正化システムにより出力される給付実績等の帳票を活用して、利用者

ごとに複数月にまたがる介護報酬の支払い状況や医療と介護の給付情報等を確認することで、提

供されたサービスの整合性の点検を行い、不適正な請求等を早期に発見、是正を図ります。 

介護サービス事業者等の情報交換と研修を行い質の向上を図ります。 

保険者機能強化推進交付金の指標として設定し、高齢者の自立支援・重度化防止等に向けた取組

を推進するとともに、各種取組の一層の強化を図ります。 
 

（１）要介護認定の適正化 

介護保険制度への信頼を確保していくために、介護認定審査会の運営は公平・公正で適正な

要介護認定が行われるよう努めるとともに、審査判定の適正化を図ります。 

要介護認定の認定結果に疑義がある場合、市は保険者として被保険者に要介護認定の仕組み

や審査判定について、責任を持って十分な説明を行います。さらに、被保険者が認定結果に不

服のある場合は、茨城県が設置する介護保険審査会に審査請求することができます。 

■取組目標 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

・審査会委員の意識共有化 実施 実施 実施 

・認定調査員への情報提供 実施 実施 実施 
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（２）ケアプラン点検・住宅改修等の点検 

①ケアプラン点検 

ケアマネジャーが作成するケアプランについて、市の職員等の第三者が点検及び支援を行い、

本当に必要とするサービスを確保するとともに、状態に適合していないサービス提供を改善し

ます。また、ケアマネジャーに対して給付適正化に関する研修を行います。 

■取組目標 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

・ケアプラン点検実施 8件 8件 8件 

 

②住宅改修等の点検 

住宅改修予定の受給者宅の実態確認や工事見積書の点検、改修後の訪問調査等を行うことで、

不適切又は不要な改修を防止します。また、福祉用具貸与は、貸与価格の適正化に関する確認

を行います。 

■取組目標 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

・住宅改修の実態確認や

工事見積書の点検 

実 態 確 認 5件 5件 5件 

見積書の点検 100件 110件 120件 

・貸与価格の適正化に関

する確認 
 5件 5件 5件 

 

（３）縦覧点検・医療情報との突合 

介護保険給付について、提供されたサービスの整合性、算定回数・算定日数等の点検を行い、

請求内容の誤り等を早期に発見します。また、医療に関する部署との連携を図りつつ、受給者の

入院情報と介護給付情報を突合し、重複請求等の誤りを発見します。 

■取組目標 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

・国保連合会の帳票等による縦

覧点検及び医療情報との突

合の実施 
1，500回 1，500回 1，500回 

 

（４）給付実績の活用 

茨城県国民健康保険団体連合会から提供される給付実績データ等を、給付適正化システムに

取り込み活用することで、不適切な給付や事業者を発見し、適正なサービス提供と介護費用の

効率化、事業者の指導育成を図ります。 

■取組目標 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 

・給付実績の活用 実施 実施 実施 
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８ 適切なサービス利用への支援 

（１）庁内体制の強化 

介護保険事業の円滑な運営を図り、着実に計画を推進するため、担当課長会議や担当者連絡

会などを通じて庁内関係各課の連携を強化します。 

また、介護保険以外の高齢者のための施策については、福祉・保健サービスはもとより、あら

ゆる行政施策に関連することから、教育行政部門や住宅行政部門等を含め、全庁的な連携と協

力により体制の強化を図ります。 
 

（２）相談体制の整備 

現在、高齢者等の福祉や介護に関する初期相談体制として、社会福祉協議会、民生委員・児童委員

等が相談に応じていますが、今後も高齢者が相談しやすい環境を整えるなどの充実を図ります。 

また、地域共生社会の実現に向け、全世代・分野横断の視点に立った地域づくりを進めるため

に、地域包括支援センターが、高齢者分野にとどまらない、多様化・複雑化した生活上の課題解

決を図る包括的な支援体制の在り方も検討します。 
 

（３）情報提供体制の整備 

介護保険事業は、介護給付サービス、予防給付サービス、地域密着型サービスなどの体系か

ら構成されています。サービス利用については、パンフレットやホームページ等で情報提供を行

っています。また、サービス事業者に関する情報は、サービス事業者一覧の作成などで情報提

供しています。 

これまで同様、地域支援事業の実施など、利用者がサービス事業者を選択するうえで判断基

準となるような有用な情報が容易に入手できる方策を検討するとともに、事業者に対してもサ

ービスの内容や利用方法に関する情報を積極的に提供するような方策を支援します。 
 

（４）苦情対応体制の整備 

地域包括支援センターを中心に、相談窓口の連携を強化し、市をはじめ各相談窓口の一層の

周知を図るとともに、サービス利用者が日常的な疑問や苦情を気軽に言える体制を整備します。 

日常的な疑問等については、利用者、事業者ともに活用してもらえるよう、周知していきます。 
 

（５）権利擁護に向けた取組の拡充 

包括的支援事業の一つとして、権利擁護事業を実施していきます。被保険者に対する虐待の

防止及び早期発見事業として、権利擁護の相談対応、成年後見制度の利用支援事業を行います。 

市では、認知症予防研修会等を通じた認知症に関する知識及び成年後見制度の普及啓発等を

行うとともに、地域包括支援センター等相談支援機関の統括やバックアップとネットワーク構築

を推進していきます。 
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（６）ICTの活用 

介護現場において、急激な進歩を続けるＩＣＴやＡＩ技術について、事業者が積極的に活用でき

るよう、国や県の補助事業のほか、社会動向を注視しつつ情報を共有し、業務効率化に向けた取

組を支援します。 

移動の負担が大きい高齢者等の負担軽減を図りながら利便性を向上させるため、オンライン

による相談、申請の活用、普及を推進します。 

また、介護情報基盤の整備としてデジタル技術を活用し、介護事業所間、医療・介護間での連

携を円滑に進めるための医療・介護情報基盤の整備を進めます。 
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９ 介護サービスの円滑な提供を行うための支援 

 

（１）介護人材の確保に向けた支援 

サービスの提供にあたっては、今後の高齢者人口の増減や介護認定率の高い後期高齢者（７５

歳以上）の人口推移も見据えたうえで、必要とする人が必要なサービスを受けられるように、多

様なサービスを提供する体制を整えていくことが重要となります。また、２０４０年に向けて生産

年齢人口の減少と高齢化の進展に伴う介護ニーズの増大が見込まれる中、家族の介護を理由に

仕事を辞める、いわゆる介護離職者の増加や全国的な介護従事者の不足が懸念されており、介

護現場の生産性向上と介護人材確保の取り組みが重要となります。 

介護人材の確保については、県が実施する、離職した介護福祉士など潜在的有資格者の復

職・再就職支援や、外国人介護人材や元気高齢者など多様な人材の確保などについて、県と連

携し事業者への積極的な情報提供に努めます。 

 

（２）ケアマネジメントの強化 

サービスの質を確保するためには､利用者にとって最も適切なサービスを効果的に提供して

いくことが重要であり､個々の利用者に応じた適切な介護サービス計画（ケアプラン）の作成と

利用者にとって満足のいくサービス提供が必要です。また、利用者の介護サービス計画の作成

を担当するケアマネジャーと個々の介護サービスを提供する従事者には、専門的知識はもとよ

り、介護保険制度を担っていくうえでの社会的責任の自覚や利用者に対する適切な対応能力が

不可欠です。 

そのため、地域包括支援センターでの主任ケアマネジャーによるケアマネジャーへの適切な

助言・援助・指導により、包括的・継続的マネジメントに向けた資質の向上や業務内容の充実を図

るとともに、適切なケアプラン作成のための人材の確保と育成、地域におけるケアマネジャー

のネットワークへの支援を図ります。 

 また、利用者が自分に合った適切なケアプランに基づいて安心してサービスを利用できる

よう、利用者がケアマネジャーを選択するための環境整備が必要なことから、市では今後もケ

アマネジャーの実態を十分に把握するとともに、サービス評価の実施を通じて利用者への情報

提供に努めます。 
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（３）施設サービス等の質的向上 

施設サービス等については、家庭に近い居住環境下で一人ひとりの生活リズムを大切にした

ケアを提供する個室やユニットケアの採用などを、施設事業者へ働きかけていきます。 

また、尊厳を保って心豊かな暮らしができるような生活環境の整備も合わせて働きかけてい

きます。 

 

（４）事業者間の連携支援 

介護保険サービス事業者に対し積極的に情報提供を進め、市と事業者間の情報の共有化及び

連携の強化を図ります。また、利用者本位のサービス環境づくりに向けて、事業者相互間の情報

交換や連携を促進するため、自主運営化等支援策について検討を進めます。 

 

（５）新興感染症等対策に係る介護事業所への支援 

日頃から介護事業所等と連携し、感染拡大防止策の周知啓発や訓練の実施、感染症発生時に

備えた平時からの事前準備、感染症発生時の代替サービスの確保に向けた連携体制の構築等を

検討します。 

 

（６）関係団体との連携 

保健福祉事業及び介護保険事業の推進には、関係団体の協力と連携が不可欠です。このため、

地域包括支援センター機能の充実を図るとともに、社会福祉協議会をはじめ、福祉・保健・医療機

関や民生委員・児童委員協議会、ボランティア、ＮＰＯ、地域の各種団体などとのより一層の連携

に努めていきます。 

特に各社会福祉法人は、福祉の普及、広報活動をはじめ、高齢者の在宅福祉サービスを中心

とした様々な福祉活動を展開し、市の受託事業としてさまざまなサービス事業の運営等を実施

するとともに、介護保険関連では、サービス事業者として居宅介護支援、訪問介護事業及び通所

介護事業等を実施するなど市の福祉・介護施策の担い手となっています。市では、稲敷市社会

福祉協議会を中心に、各社会福祉法人との連携を一層強化し、より充実した保健福祉事業並び

に介護保険事業の推進を図ります。 
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１０ 介護保険事業の推進 

（１）介護保険制度の普及啓発 

介護保険制度の普及啓発については、現在パンフレットの作成、ホームページや広報紙での

情報提供等を行っています。今後も介護保険制度についての情報を広報紙への掲載、パンフレ

ット等の発行、説明会の開催など、さまざまな手法を活用して市民にわかりやすく制度の普及

啓発に努めます。 
 

（２）情報開示と市民参加による事業運営 

介護保険制度が円滑に実施されるために、市民に信頼される、透明で開かれた事業運営を図

るとともに、介護保険事業の状況や調査結果など事業運営の基本となる情報について市民に

わかりやすく公表していきます。 
 

（３）民間事業者の参入促進 

安定的な介護サービスの供給のためには、民間事業者の参入を促進していくことが必要です。

制度改正により、地域密着型サービス等の新たに供給が求められるサービスや需要が見込まれ

るサービスを中心に参入を推進します。 
 

（４）他市町村・茨城県との連携 

市内で営業するサービス事業者の多くは、近隣自治体も含め広域事業を展開しています。ま

た、施設サービスは、より広域的な利用の実態があります。このような状況に対し、保険者とし

て居宅サービス及び施設サービスの質的・量的な水準の向上を目指し、サービス事業者への適

切な対応を図るため、他市町村や茨城県との連携に努めます。 

 

 

１１ 利用者の保護 

（１）利用者負担免除制度（市による利用者負担の免除） 

市では、低所得者への配慮として、障害者施策によるホームヘルプサービス（訪問介護）利用

者を対象に、利用者負担の免除を継続して実施します。 

 

（２）利用者負担軽減制度（社会福祉法人による利用者負担の軽減） 

国、県では、特別対策事業として、平成１４年度から低所得者に対し、サービス事業者が自主的

に介護サービスの利用者負担軽減ができる制度を実施しています。その経費の一部を補助しま

す。この補助制度についても、国の指針等に基づき実施していきます。 
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第８章 計画の推進体制 

本市では、庁内関係各課、保健医療・福祉・介護の関係者等との連携を図るとともに、地

域住民の理解や協力を得ながら、地域包括ケアシステムの実現に向けた事業・施策の総合

的な推進を図ります。 

 

１ 計画の周知と情報提供 

令和６年度からの計画の推進にあたり、市民に計画の内容を理解していただくことが重

要であることから、ホームページや広報紙への掲載などを通じて本計画の内容を周知しま

す。また、６５歳に到達した高齢者には、パンフレットを配布し、介護保険制度や高齢者サー

ビスの理解を深めます。 

市の介護保険事業や地域支援事業、福祉事業の具体的なサービス内容についても、利用

者、提供者の双方に的確な情報提供を図ります。 

 

２ 地域ケア体制の整備 

（１）地域包括支援センターの充実 

今後の高齢化社会では、「地域共生社会」の実現に向けた福祉的な視点が必要不可欠になっ

てきます。地域包括支援センターは、地域における介護・福祉・保健・医療などのワンストップの

相談窓口であり、地域包括ケアシステムの中核となる機関です。 

保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員（主任ケアマネジャー）の３職種の職員が各自の専

門性を活かしながら連携して総合的な支援を行います。 

また、高齢者及び複雑化・複合化した支援ニーズの増加により、地域包括支援センターの役割

が年々増加するため、必要な人材の確保と職員のスキルアップを図り、相談体制を強化します。

さらに、地域の関係機関、多職種、民生委員等へ積極的に働きかけ、地域ケアシステムネットワ

ークを構築します。 

 

（２）自立支援・重度化防止の取組 

高齢化の進展により、入院が長期化する高齢者の増加、または高齢者のライフスタイルそのも

のの変化などにより、高齢者のニーズも多様化しています。自立支援・重度化防止の取組の観点

からも、高齢者が最適なサービスを総合的に選択し利用できるよう、連絡、調整機能の充実を図

ります。事業の実施については、高齢者の生活習慣病の予防などの健康づくりと、仲間づくりや

生きがいづくりなどの事業に関連性を持たせながら一体的に進めていくよう努めます。 
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（３）関係機関との連携 

介護保険事業者、保健・医療・福祉関係機関等は、サービスの提供主体であり、十分に連携して

福祉のまちづくりを推進していく必要があります。高齢者の多様なニーズに対応し、施策の円滑

な推進のため、関係機関等との密接な連携に努めます。 

また、関係機関等との意見交換や協議の場の向上を図るとともに、地域ケア会議をさらに充

実することで、地域活動を行う団体を含めた様々な関係団体が意見交換し、共同の事業などを

検討できる場を設けるなど、きめ細かな連携強化のための取組を進めます。 

 

（４）地域住民等との連携 

制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様

な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えつながることで、住民一人ひとりの暮ら

しと生きがい、地域をともに創っていく社会「地域共生社会」の実現には、地域に住むすべての

住民が支え合いながら、地域福祉を推進していくことが重要です。 

本市においては、「第３次稲敷市地域福祉計画」に基づき、「安心して暮らせる やさしいまち 

稲敷」というまちの将来像の実現に向け、年齢や性別、障がいの有無に関わらず、市民同士の出

会いや支え合いの活動をさらに活発化し、一人ひとりが福祉の担い手となって、市民、各種団体、

企業、そして市が協働するような取組を推進するとともに、高齢者福祉においては、元気高齢者

の市民活動の参加促進等、地域包括ケアシステムの深化•推進のための取組を通じ、地域福祉の

推進を図ることにより、地域共生社会の実現を目指します。 
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３ 計画の進行管理と見直し 

計画期間中、高齢福祉課が中心となり、庁内各課との連絡調整を図りながら事業・施策

の着実な実施に努めるとともに、計画の実施状況の把握と進行管理については、毎年度点

検・評価を行い、課題を分析し、地域包括ケアシステムの構築状況の把握を行います。 

本計画の最終年度となる令和８年度には、令和２２年を見据えた中長期的な視点も踏ま

えて見直しを図り、新たな３か年計画（令和９年度から令和１１年度）を策定します。 

平成２９年の介護保険法改正により、高齢者の自立支援や重度化防止の取り組みの推進

のため、市町村の保険者機能の強化の仕組みが導入されました。具体的には、各市町村が

地域の実情に則して、高齢者の自立支援や重度化防止の取り組みについての目標、介護給

付等に要する費用の適正化に関する取り組みについての目標を設定し、それらの目標に対

する実績評価及び評価結果の公表を行うこととされました。こうした目標の達成状況に応

じて、国が市町村に交付する「保険者機能強化推進交付金」、「介護保険保険者努力支援交

付金」といった制度が創設されており、交付金を高齢者の自立支援、介護予防、重度化防止

等に関する取り組みの推進に充てることを通して、取り組みを推進します。 

 

●進行管理のＰＤＣＡサイクルのイメージ 

 
 

Ａ【Act】

（見直し、更新）

課題を明確にする

Ｄ【Do】

（施策・事業の実施）

Ｃ【Check】

（評価の実施）

Ｐ【Plan】

（計画や目標値の設定）

ＰＤＣＡ

サイクル

みんなで
知恵を出し合う


